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第５章 施策の内容 

１．生涯現役で生涯青春のまちづくり 
 

（１）多様な生きがい活動への支援 
積極的に生きがいを求めるとともに、社会の変化に対応した新たな知識・技術の習得ができるよ

う、年齢、体力・健康状況、趣味、社会体験等、さまざまなニーズに対応する多様な学習機会の充

実に努めます。 

 

① 生涯学習に関する情報提供の充実 

現状と課題 

高齢者が主体的に健康の保持・増進を図りながら、活力ある毎日を過ごすことができるように

するためには、生涯学習活動への参加が大きな役割を果たしており、より多くの人への情報提供

の充実を図ることが必要です。 

今後の方針 

市のホームページ、広報さばえ、公民館だより、高齢者福祉・介護保険ガイドブックにより、

より多くの人に生涯学習の情報提供を行っていきます。 

 

② 高齢者いきがい講座 

現状と課題 

高齢者いきがい講座は提案型市民主役事業として定着し、安定した講座開催が実施されていま

す。今後、受講生の拡大を図るため、新規学習講座の開催や内容の充実化を検討していくことが

必要です。また、健康で生きがいのある生活を送ることができるよう、地域ボランティア活動に

参画できる環境づくりが必要です。 

今後の方針 

60歳以上の高齢者を対象に、健康で生きがいのある生活を送り、長寿を喜び合える社会を実現

するため、高齢者の学習活動の支援として各種講座を行います。今後、講座の改廃を含め、新た

な学習活動の講座開設を検討します。また、趣味の講座から一歩進んだ活動につなげるよう適切

な支援をしていきます。 

取り組みの実績・目標 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

延べ実施回数 回 480 474 495 495 495 495 

実人員 人 573 631 640 640 650 660 
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③ 高年大学 

現状と課題 

60歳以上の高齢者を対象に生涯学習を通して仲間づくりの輪を広げながら、より高い教養と趣

味を広げ、健康長寿と地域社会活動の活性化を図っています。高齢者の生きがいづくりに向けて、

高齢者の多様な学習・活動ニーズに対応していくことが必要です。また、開設 40 周年を迎える

にあたり、より多くの市民に知っていただけるよう広報さばえやホームページなど一層のＰＲに

努めていくことが必要です。 

今後の方針 

一人でも多くの 60 歳以上の高齢者が生涯学習を通した仲間づくりの輪をさらに広げ、健康長

寿の伸長を図れるよう、高齢者の学習ニーズの把握やそれに対応した学習内容の提供に努め、新

たな学習活動や社会活動につながっていくよう学習情報、高年大学の情報発信に努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

④ 高齢者福祉バス運行事業 

現状と課題 

「ふれあいバス」と「学びバス」を運行しており、好評を得ていますが、さらなる参加者拡大

を図るために新たな見学コースを検討し、事業参加者の行動範囲の拡充や健康増進を援助し、社

会参画を促進していくことが必要です。 

今後の方針 

高齢者のふれあいと学びの場を提供するため、市内の単位老人クラブ、地区老人クラブ連合会、

ふれあいサロンを対象に、市のマイクロバスを活用して「ふれあいバス」と「学びバス」を運行

します。今後、見学できる市内、または新たに近隣市町の施設や文化財等について新たなコース

検討に努めます。また、高齢化社会に向けて、生きがいを感じて健康で暮らせるように支援して

いきます。 

取り組みの実績・目標 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

受講生数 人 514 504 499 530 530 530 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

ふれあいバス実施回数 回 32 29 30 30 30 30 

学びバス実施回数 回 31 32 32 33 34 35 
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⑤ 高齢者スポーツの充実 

現状と課題 

高齢者が健康で生きがいをもって生活できるよう、それぞれの体力や運動能力に応じてスポー

ツを楽しめる環境づくりを継続的に進めていくことが必要です。 

今後の方針 

高齢者が、健康で生きがいをもって生活できるよう健康づくり、生きがいづくりのための高齢

者向け教室の参加者の拡大に努めます。また、ふくい健康長寿祭スポーツ・文化交流大会への参

加意識の高揚に努めます。 

 

 

（２）社会参加への活動支援および就労支援 
高齢者が地域と主体的にかかわり、生きがいづくりや健康づくり等の社会参加を通じて、生きが

いのある豊かな高齢期を送ることができるよう、老人クラブの活動をはじめ、ボランティア活動や

世代間交流の活性化を支援するとともに、就業機会の確保に努めます。 

 

① 老人クラブ 

現状と課題 

近年の老人クラブにおける最大の課題は、クラブ数と会員の減少です。健康で生きがいのある

生活を送り、長寿を喜び合える社会づくりの基盤として、若手高齢者の加入を拡大することで推

進体制の強化を図り、自主的な社会参画活動に進展していくことが必要です。また、総合事業の

支え合いの担い手として、総合事業での積極的な取り組みが重要です。 

今後の方針 

高齢者の生きがい活動の中心を担う組織として、スポーツ教室の開催、作品展示の機会、ボラ

ンティア活動等に対する情報提供に努めるとともに、老人クラブの魅力ある活動のＰＲを行い、

若手高齢者の加入促進を図り、活動体制の強化を支援します。また、身近な地域での支え合いの

担い手として活躍できる仕組みづくりを進めていきます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

単位クラブ数 クラブ 86 81 78 79 80 81 

会員数 人 4,089 3,902 3,698 3,730 3,760 3,790 
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② ボランティア活動 

現状と課題 

鯖江市社会福祉協議会を中心にボランティア活動の機会の提供に努めていますが、今後、元気

な高齢者が地域の支え合いの担い手となり、地域で活躍できるよう、自らの能力を活用して社会

参画できる環境づくりが必要です。また、高齢化の進行により、ボランティアの活動場所までの

交通手段の問題から、活動場所が限られてくるようになることから、身近な地域での活動の機会

を提供することが必要です。 

アンケート調査では、地域活動への参加意向のある高齢者の割合は 62.4％となっていました。 

今後の方針 

鯖江市社会福祉協議会が中心となり、ボランティア活動の機会を情報提供していくとともに、

ボランティア活動参加に向けて、登録人数の増加を呼びかけます。また、町内等、自分の地元で

できることをボランティア活動につなげ、情報提供をしていくことで、自分の住んでいる地域に

おいて役立っていることを実感でき、生きがいにもつながり、交流の場としても有効であること

から、身近な地域での介護支援や生活支援のボランティア、相談相手として活躍できる仕組みづ

くりや意識づくりを進めます。 

 

③ 介護支援サポーターポイント事業 

現状と課題 

市内に住む 65歳以上の高齢者が、「介護支援サポーター」として市内介護施設、市の介護予防

事業等でボランティア活動を行った場合に、ポイントが付与され、そのポイント数に応じて最大

5,000円の交付金が市から交付される事業を実施しています。平成 29（2017）年度からは、対象

者が 40 歳以上となりました。今後も登録者数を増やすとともに、サポーターの活動の場を確保

していくための取り組みが必要です。 

今後の方針 

高齢者の社会参加を促進し、自らの健康増進、介護予防に積極的に取り組むことができるよう、

制度自体の周知を図るとともに、受け入れ側と活動する側双方のニーズを掘り起こし、両者をつ

なげていくための取り組みを進めます。 

取り組みの実績・目標 

 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

登録者数 人 387 313 330 340 350 360 
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④ 慶祝訪問、米寿祝品贈呈事業 

現状と課題 

長年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的としてお祝い品を贈

呈しており、今後も健康長寿のまちづくりに向けて長寿を祝福する風潮を高めていくことが必要

です。 

今後の方針 

長年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝うことを目的として、９月の老人

週間に長寿を慶祝し、お祝い品を贈呈します。 

取り組みの実績・目標 

 

⑤ 世代間交流の推進 

現状と課題 

各公民館の行事や、保育園、幼稚園、小学校の行事等を通して、高齢者と地域住民や子どもが

一緒に交流を深めることができるよう支援するとともに、老人クラブ等と連携して若い世代との

世代間交流等の取り組みを支援しています。核家族化や地域とのつながりの希薄化が懸念されて

いる中で、今後とも高齢者と地域住民や子どもがふれあえる機会の拡充が必要です。 

今後の方針 

地域における世代間交流等を促進するため、高齢者が参加しやすいように行事等の工夫をする

とともに、交流機会の充実に努めます。また、市内で実施される各種イベントを通じて世代間交

流を図ります。 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

88歳 人 325 318 330 335 340 345 

100歳と最高齢者 人 18 17 25 26 27 28 
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⑥ 公益社団法人鯖江市シルバー人材センター 

現状と課題 

「生きがい」の充実と地域社会の発展に寄与することを目的に「自主・自立、共働・共助」の

理念のもと、健康で働く意欲のある高齢者に対して、就業機会の確保と提供を行っています。 

雪吊りや庭木の剪定などの技能習得者の高齢化に伴う後継者問題や、人材を求める企業と、会

員が希望する就業内容のマッチングが課題となっています。 

アンケート調査では、収入のある仕事への高齢者の参加割合は 23.7％となっていました。 

今後の方針 

各地区の理事を中心に地元高齢者への説明や相談体制を確立し、会員獲得をめざします。 

また、効果的な加入促進や就業内容のマッチングのためのホームページの活用や、シルバー人

材センター情報誌や広報さばえへ記事を掲載することで、普及啓発を行います。さらに、高齢者

の技術の向上と技能の習得をめざした各種講習会を開催し、会員の入会希望や新規就業機会を広

げます。 

その他、シルバー派遣事業への理解を得るため、地元企業へ出向いて説明を行い、会員の就業

機会の拡大に努めます。 

取り組みの実績・目標 

   
２．いつまでも健康で暮らせるまちづくり 
 

（１）健康づくりの推進 
より多くの高齢者が健康づくりの意識をもち、活動に参加できるよう、健康診査・がん検診の受

診勧奨や生活習慣病予防に向けた講座の開催、感染症予防のための啓発等を通じて、生涯にわたる

健康づくりの普及・啓発を行います。 

また、「さばえ 健康いきいきプラン」に基づき、適正な疾病管理と介護予防による生活の質の向

上等に努めます。 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

会員数 人 612 616 620 630 640 650 

年間受注件数 件 5,407 4,997 5,200 5,300 5,400 5,500 

就業延べ人数 人 82,041 70,675 73,500 75,000 77,000 79,000 
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① 健康診査 

現状と課題 

国民健康保険加入者に対する特定健康診査および 75 歳以上の人を対象とした健康診査の受診

を促すため、広報、健康教室等で、生活習慣病やその予防対策等の知識の普及活動に努めてきま

した。また、特定健康診査受診者のうちメタボリックシンドロームのリスク者に対しては、個別

に訪問し情報提供することで、特定保健指導を積極的に利用することを促してきました。 

特定健康診査実施率や特定保健指導実施率は、目標値に届かず 30％前後推移しており、継続受

診者の定着と新規受診者への増加を図る必要があります。 

また、生活習慣病のリスクが高い人へは、早期からの生活習慣の改善に向けた取り組みを個別、

集団で支援し受診勧奨判定値以上の人への徹底した医療機関への受診勧奨が重要です。健診結果

に応じて地域包括支援センターとの連携を図り、介護予防ケアマネジメントの提供および保健指

導ができるよう連携強化を図ります。 

さらに、後期高齢者健康診査の受診勧奨は、地域包括支援センターと共に健診受診勧奨の啓発

強化が必要です。 

今後の方針 

特定健康診査実施率や特定保健指導実施率は、継続受診者の定着と新規受診者への増加を図る

ため地域の団体や市医師会との連携を強化し、健診受診勧奨の周知啓発を行います。 

また、生活習慣病のリスクが高い人へは、早期からの生活習慣の改善に向けた取り組みを個別、

集団で支援し受診勧奨判定値以上の人への徹底した医療機関への受診勧奨を実施します。 

さらに、健診結果に応じて地域包括支援センターとの連携を図り、介護予防ケアマネジメント

の提供および保健指導ができるよう連携強化を図ります。 

その他、後期高齢者健康診査の受診勧奨は、地域包括支援センターや関係機関・団体との連携

により継続して啓発強化を行います。 

取り組みの実績・目標 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

特定健康診査受診率 ％ 32.6 31.9 32.6 34.0 35.5 37.0 

特定保健指導率 ％ 28.6 32.1 41.0 45.0 50.0 55.0 
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② がん検診 

現状と課題 

がん検診の受診券を１冊の綴りにし、本人自らが受診しやすい体制としているほか、要精密検

査となった人への徹底した受診勧奨や、がん検診の定期的な受診につなげるための未受診対策と

しての電話や個別通知等でがん検診受診に向けた取り組みを進めてきました。 

本市が行う５つのがん検診のうち、胃がん、肺がん、大腸がんの 70 歳未満の受診率は、乳が

ん、子宮頸がん検診と比べ低い傾向となっています。 

また、精密検査受診率は、５つのがん検診ともに目標値より低く、特に、肺がん、大腸がん、

子宮頸がんは、目標値より大幅に低い状況です。 

今後の方針 

未受診者対策として、対象者の年代や受診履歴に応じたメッセージなどで、がんに関する情報

提供やがん検診受診勧奨を実施することで、継続受診や働き盛りの世代の受診者数の増加を目指

します。 

また、要精検受診者への再受診勧奨を徹底し、精密検査受診率の向上を図ります。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

がん検診受診率 

(70歳未満) 
％ 39.0 40.1 41.3 42.0 43.0 44.0 

胃がん検診受診率
(70歳未満) 

％ 16.4 25.9 27.9 28.4 29.2 29.7 

大腸がん検診受診率
(70歳未満) 

％ 31.4 28.1 25.3 26.8 27.9 29.3 

肺がん検診受診率
(70歳未満) 

％ 32.1 30.3 27.7 28.8 30.1 31.8 

乳がん検診受診率
(70歳未満) 

％ 57.9 59.6 65.0 65.5 66.4 67.3 

子宮頸がん検診受診
率(70歳未満) 

％ 67.2 66.7 73.2 73.2 73.7 73.9 

がん検診精検受診率 

(胃がん検診) 
％ 78.0 80.5 82.5 85.0 87.5 90.0 

がん検診精検受診率 

(肺がん検診) 
％ 71.4 50.8 75.0 80.0 82.5 85.0 

がん検診精検受診率 

(大腸がん検診) 
％ 60.3 56.8 65.0 70.0 75.0 80.0 

がん検診精検受診率 

(子宮頸がん検診) 
％ 54.1 57.1 65.0 75.0 82.5 90.0 

がん検診精検受診率 

(乳がん検診) 
％ 86.9 87.5 89.0 90.0 92.5 95.0 



第５章 施策の内容 

83 

③ 肝炎ウイルス検査、歯周疾患検診、骨密度測定 

現状と課題 

肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し進行を遅延することを目的とし、集団健診の会場

において肝炎ウイルス検診を実施しています。また、歯周疾患検診を、アイアイ鯖江で行う集団

健診時に併せて実施し、虫歯や歯周疾患予防について指導するとともに、希望者には超音波によ

る骨密度測定を実施しています。 

肝炎ウイルス検査については、未受診者の方への検査の周知啓発の機会を増やすことや、陽性

者に対する医療機関への受診勧奨後の受診の有無の確認など、徹底した医療機関受診勧奨が課題

となっています。 

また、歯周疾患検診については、関心のある方が毎年受診している状況となっており、関心が

ない層へのアプローチが課題となっています。 

さらに、骨密度測定については、骨密度測定結果から受診者の約７割が要精検領域者となって

おり、検査当日の生活指導はあるものの毎年要精検領域者の割合が高く、同年代比較値において

は、50歳代、60歳代の値が低い人の割合が高い状況となっています。 

今後の方針 

肝炎ウイルス検査については、健康づくり事業等で啓発するとともに、陽性者に対して医療機

関への受診勧奨を徹底します。 

また、歯周疾患検診については、歯周疾患予防の必要性をよりアピールするために、ちらし内

容を工夫し、年度毎に対象年齢を決めるなどで、新しい受診者の発掘に努めます。 

さらに、骨密度測定については、健康づくり普及事業等で、骨粗しょう症予防や食・運動等の

生活習慣病予防や改善を図る支援を行います。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

歯周疾患検診 

受診者数 
人 105 154 150 150 150 150 



第５章 施策の内容 

 84 

④ 生活習慣病予防 

現状と課題 

生活習慣病の予防に関する正しい知識の習得や健康に関する意識の向上につながるよう、健康

情報の提供や健診の受診勧奨をはじめ、健康づくり推進員による町内の出前健康講座、食生活改

善推進員による食に関する情報提供、正しい食習慣の普及啓発、地域包括支援センターと連携し

地域支援事業で実施する介護予防講座等における健康づくりを含めた情報提供等に取り組んで

います。 

幅広い年代への生活習慣病予防、食、運動に関する正しい知識の習得や健康に関する意識の向

上につながるよう、健康情報の提供や健診の受診勧奨を継続して実施している状況ですが、継続

参加者が多く、生活習慣病予防の啓発や健康づくり事業への新たな参加者や働き盛りの年代の参

加者が少ないことが課題となっています。 

今後の方針 

地域ぐるみで生活習慣病予防や健康づくりについて考える機会を設け、高齢者に対しては、地

域包括支援センターと連携し地域支援事業で実施する介護予防講座等の中で健康づくりを含め

た情報提供や個別にあった保健指導を実施していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

⑤ 感染病予防 

現状と課題 

結核の早期発見のための結核検診を、肺がん検診と一体的に、地区公民館等の集団健診や指定

医療機関での個別検診で実施しているほか、高齢者に対するインフルエンザの予防接種を、２市

３町（鯖江市、越前市、池田町、越前町、南越前町）の広域接種により実施しています。 

高齢者肺炎球菌予防接種は、平成 26（2014）年からの経過措置が平成 30（2018）年度で終了

することに伴い、平成 31（2019）年度以降の定期接種の有り方を変更する必要があります。 

今後の方針 

今後も、高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌予防接種を、丹南５市町の広域接種により実

施し、助成を継続していきます。高齢者肺炎球菌予防接種については、平成 31（2019）年度以降

は新たに 65 歳になる者のみを対象に実施する予定です。結核予防に関する情報等は、引き続き

関係団体との連携により普及啓発していきます。 

また、インフルエンザ・結核・食中毒、その他の感染症について、今後も広報・ホームページ

等で情報提供を行い、予防のための啓発活動を継続していきます。 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

出前健康教室 

開催回数 
回 142 147 177 150 150 150 
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取り組みの実績・目標 

 

⑥ たばこ、アルコール対策 

現状と課題 

近年、高齢者に多いＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の患者数、死亡者数が増加傾向にある中、

たばこの健康影響や受動喫煙被害についての正しい知識の普及啓発を行っています。また、アル

コールの健康影響についての知識の普及、健診結果による肝機能障害の早期発見と適正飲酒を推

進しています。 

また、平成 28（2016）年度特定健診受診者の内、喫煙者は、受診者の約１割を占め、喫煙者の

約８割が男性であることを踏まえ、喫煙と生活習慣病や様々な病気や障害を引き起こす可能性が

高いため、個別、地域全体への受動喫煙防止や禁煙に関する普及啓発が重要です。 

さらに、平成 28（2016）年度特定健診受診者で飲酒日に３合以上飲酒する多量飲酒者は、男性

が全体の 1.2％を占め、多量飲酒は、身体的影響が多く、生活習慣病へのリスクともなるため、

適切な飲酒について個々にあった保健指導が必要となっています。 

アンケート調査では、喫煙率が 10.0％、飲酒者の割合が 35.2％となっていました。 

今後の方針 

個々の保健事業や健康づくり事業において、たばこの害や受動喫煙被害についての正しい知識

の普及・啓発を行い、喫煙率の低下をめざします。 

また、アルコールの健康影響についての知識の普及、健診結果による肝機能障害の早期発見と

適正飲酒を推進します。 

取り組みの実績・目標 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

高齢者インフルエンザ 

予防接種率 
％ 50.5 49.4 51.0 53.0 54.0 55.0 

高齢者用肺炎球菌 

予防接種率 
％ 34.0 38.9 40.0 43.0 44.0 45.0 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

多量飲酒する人の割合

を減らす(特定健診質

問票 男性） 

％ 1.9 1.2 1.0 1.1 1.1 1.0 

公共施設の禁煙実施率 ％ 89.4 94.1 94.2 96.0 98.0 100.0 
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（２）総合事業による介護予防事業の充実 
本市では平成 29（2017）年４月より、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。 

介護予防・日常生活支援総合事業とは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の

多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進

し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることをめざすものです。 

また、この事業により、要支援者の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供さ

れていた全国一律の介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）および介護予防通所介護（デイサ

ービス）を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、事業

者のみならず、住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供するものです。 

今後も、地域の特性にあったサービスの提供体制づくりに取組むとともに、介護予防の普及・啓

発については、引き続き情報提供に努め、効果的な情報提供を図っていきます。 

 

① 介護予防･生活支援サービス事業 

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等（基本チェックリストの該当者〈事業該当者〉

を含む。）を対象に、それらの人々の多様な生活支援のニーズに対応するため、介護予防訪問介護

等のサービスに加え、住民主体の支援等も含め、多様なサービスを制度（総合事業）に位置づける

事業です。 

この事業は、「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「その他の生活支援サービス」および「介

護予防ケアマネジメント」から構成されます。 

実施している事業の種類・内容 

  

事 業 内 容 

（１）訪問型サービス 

①訪問型予防給付相当サービス 

訪問介護員による身体介護・家事援助 

②訪問型基準緩和サービス（Ａ型） 

身体介護を伴わない家事援助 

（２）通所型サービス 

①通所型予防給付相当サービス 

入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練 

②通所型基準緩和サービス（Ａ型） 

運動を中心とした自立支援プログラム 

③通所型短期集中予防サービス（Ｃ型個別サービス） 

運動を中心に、栄養面や口腔機能の維持・向上を目的とした個別プ

ログラム（個別） 

④通所型短期集中予防サービス（Ｃ型集団サービス） 

運動を中心に、栄養面や口腔機能の維持・向上を目的とした個別プ

ログラム（集団） 

（３）その他の生活支援サービス 

既存の組織や関係機関と連携しながら、今後、内容を検討していく。 

（例）栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者等への見守り

など 

（４）介護予防ケアマネジメント 
要支援者等の状況にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提

供されるよう必要な援助を行う 
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【訪問型サービス】 

現状と課題 

訪問型サービスは、訪問型予防給付相当サービスと訪問型基準緩和サービス（Ａ型）を実施し

ています。訪問介護員不足の中、訪問型基準緩和サービス（Ａ型）を担う事業者が不足していま

す。 

また、住民主体の訪問型サービス（Ｂ型）は、各地区に配置した地域支え合い推進員を中心に、

地域住民の支え合いの意識醸成を行いながら創出する必要があるため時間を要します。 

今後、生活支援ニーズがますます増加する中、民間やＮＰＯ・団体も含めた多様な主体による

取り組み体制をいかに構築していくかが課題となっています。 

今後の方針 

各種訪問型サービスの内容について十分な検証重ね、サービスの見直しや適正な運用を行いま

す。 

また、訪問型基準緩和サービス（Ａ型）を担う人材育成を継続するとともに、地域支え合い推

進員を中心とした住民主体の支え合いの体制作りを進め、住民主体の訪問型サービス（Ｂ型）の

創出に努めます。 

高齢者訪問事業については、チェックリストを活用し、介護予防事業に参加しない閉じこもり、

認知症、うつ等のおそれのある高齢者等への訪問を継続して実施します。また、医療機関や介護

サービス事業所、地域の民生委員や近隣住民、ボランティア等との連携を強化し、必要な訪問対

象者の把握に努めます。 

 

【通所型サービス】 

現状と課題 

通所型サービスは、通所型予防給付相当サービス、通所型基準緩和サービス（Ａ型）、通所型

短期集中予防サービス（Ｃ型・個別）、通所型短期集中予防サービス（Ｃ型・集団、生活すいす

い教室）を実施しています。 

通所型基準緩和サービス（Ａ型）、通所型短期集中予防サービス（Ｃ型・個別）を担う市内事

業者が不足しています。通所型サービスは、自立支援のための適切な目標設定のもと期間設定し

たサービス提供および評価を実施し、適正なサービス利用を実施する必要があります。また、通

所型サービス利用後は、本人の状況に合せて一般介護予防事業へと転換させていくように今後一

般介護予防事業の充実もはかる必要があります。 

今後の方針 

各種通所型サービスの内容について十分な検証重ね、サービスの見直しや適正な運用を行いま

す。 

また、通所型基準緩和サービス（Ａ型）を担う事業所が増えるように検討します。地域支え合

い推進員を中心とした住民主体の支え合いの体制作りを進め、住民主体の集いの場や通所型サー

ビス（Ｂ型）の創出、誰もが参加できる一般介護予防事業（健康寿命ふれあいサロン、介護予防
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いきいき講座、湯ったりクラブ、脳わくわくクラブなど）の充実に努めます。 

さらに、一般介護予防事業の運営の担い手となる「さばえ❤いきいきサポーター」（介護予防

サポーター）の充実をはかり、元気高齢者が担い手になる仕組みづくりも合せて行います。 

 

【その他の生活支援サービス】 

現状と課題 

その他の生活支援サービスについては、現在は特に設置せず、民間配食事業者や独居高齢者世

帯を中心とした民生委員による見守り活動を中心に実施しています。 

今後、第一層生活支援コーディネーターや地域支え合い推進員が協議体にて関係者のネットワ

ークを図りながら、既存の取り組み・組織等の把握および地域のニーズ把握、不足するサービス

の開発と活動のマッチングを図り、住民主体の生活支援サービスの提供体制の整備を行う必要が

あります。 

今後の方針 

広く住民に対し、住民主体の地域支え合いの意識の醸成をワークショップやフォーラムの開催

を通して実施していくとともに、第一層生活支援コーディネーターや地域支え合い推進員が協議

体における協議をすすめ、地域の実情に合せた地域支え合いの体制づくりを進めます。 

また、協議の際は、既存の組織や関係機関と連携しながら取り組むとともに、他市町村などの

先進事例を参考にし、第一層生活支援コーディネーターや地域支え合い推進員の資質向上のため、

研修会や他市町との意見交換会等にも参加し、情報共有しながら進めていきます。 

さらに、高齢者の移動に関するニーズへの対応については、アンケート調査にてニーズが高か

ったことを踏まえ、公共交通施策における協議会との連携を図ります。 

 

【介護予防ケアマネジメント】 

現状と課題 

平成 29（2017）年度より介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、介護保険要支援認定更新

時期に合わせ従来の予防給付から総合事業への移行をおこない、多様な実施主体によるサービス

の充実に努めています。 

今後の方針 

介護予防に対する高齢者の興味を高める工夫や、効果が期待できる介護予防事業との実施等、

より多くの高齢者が効果的な介護予防に取り組めるよう支援が必要であり、介護支援専門員や事

業者への研修や高齢者の自立（自律）支援に向けて地域ケア会議を効果的に活用する等、介護予

防マネジメントの充実を図ります。 
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② 一般介護予防事業 

一般介護予防事業は、第１号被保険者のすべての人およびその支援のための活動にかかわる人を

対象に、介護予防が必要な人の把握やそれらの人々の介護予防活動への参加促進、地域での介護予

防活動の促進等を行う事業です。 

事業の種類・内容 

事業 内容 

介護予防把握事業 
収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する

者を把握し、介護予防活動へつなげる 

介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う 

地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う 

介護予防拠点整備事業 
高齢者が集うサロンなどの「つどいの場」を介護予防の拠点として整

備を行う 

一般介護予防事業評価事業 
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予

防事業の評価を行う 

地域リハビリテーション 

活動支援事業 

介護予防の取り組みを機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、

住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施 

 

【介護予防把握事業】 

現状と課題 

従来、要介護認定を受けていない 65 歳以上の人を対象に健康チェックリストを郵送し、支援

が必要な高齢者の把握をしてきましたが、平成 29（2017）年度から総合事業の開始に伴い、郵送

する対象者を 65、68、71、74、77、80 歳に限定しました。郵送の他に、各種介護予防事業や相

談の際にも健康チェックリストを実施していますが、事業等に参加しない高齢者にも健康チェッ

クリストを実施してもらえる機会を提供することが必要となっています。 

今後の方針 

健康チェックリストを郵送する対象者を 90 歳未満まで拡大するとともに、未返送者へのはが

きでの勧奨、74歳、77歳、80歳になる人への在宅訪問、広報による呼びかけ等で、回収率の増

加に取り組みます。その他の高齢者に対しても、健康チェックリストの活用により、閉じこもり

等の何らかの支援を必要とする人を把握するとともに、地域包括支援センターや地域で活動する

関係機関・団体等との連携や支援により、高齢者の状況把握やその後の介護予防活動につなげる

よう努めます。 

取り組みの実績・目標 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

健康チェックリスト 
回収率 

％ 57.8 60.6 61.0 62.0 62.0 62.0 
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【介護予防普及啓発事業】 

現状と課題 

高齢者が要支援または要介護状態となることを予防し、活動的で生きがいのある生活を送るこ

とができるよう、介護予防いきいき講座事業、介護予防普及講座事業を通じて介護予防に関する

普及・啓発に取り組んできました。 

介護予防いきいき講座事業においては、会場によって参加者数が、伸び悩んでいるため、新規

参加者を増やすために今後も様々な機会をとらえて講座参加につながるように周知していくと

ともに、講座が利用しやすいよう、日程・時間の工夫が必要となっています。また内容としては、

要介護や寝たきりにつながる“フレイル（虚弱）”の予防や認知症予防について等、さらなる内

容の充実について検討することが必要です。また、誰もが参加しやすいように、介護予防サポー

ターによるサポートを充実させる必要があります。介護予防普及講座事業においては、出前講座

の実施団体が継続して利用してもらえるような内容等の工夫を行うことに加え、新しい団体の利

用に向けたＰＲが必要となっています。 

アンケート調査では、運動機能の低下している高齢者の割合は 8.7％で、圏域では東部圏域が

10.2％で最も高く、認知機能の低下の疑いのある高齢者の割合は 37.8％で、圏域では東部圏域が

39.9％で最も高くなっていました。 

今後の方針 

介護予防事業については新規参加者や新規団体を増やすため、高齢者にわかりやすい広報やチ

ラシ等を通じて活動状況や活動内容の紹介を行い広く周知するとともに、講座内容のアンケート

を実施し参加しやすい日程・時間・内容・会場等について検討していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護予防いきいき 
講座参加者数 

人 403 383 384 390 400 410 

脳わくわくクラブ 
参加者数 

人 60 56 45 47 49 51 

湯ったりクラブ 
参加者数 

人 - - 201 210 220 230 
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【地域介護予防活動支援事業】 

現状と課題 

健康寿命ふれあいサロンについては、前計画の目標値の設置数まで増加していますが、地区に

よっては設置率の伸び悩んでいるところもあり、今後も未設置町内への働きかけが必要です。ま

た、開催回数についても、月複数回の開催になるよう働きかけを行います。 

また、より身近な居場所として、いつでも誰もが参加しやすいサロンになるように、巡回指導

やサロンリーダー研修会等を通じて支援していく必要があります。 

さらに、介護予防人材養成事業では、介護予防事業等の参加者支援や運営の協力、介護予防の

知識の普及啓発等に取り組む介護予防サポーターを養成、活動してしていますが、今後はより主

体的に活動できるように支援することが必要となっています。 

アンケート調査では、地域活動での参加意向がある方の割合は 62.4％で、圏域では鯖江圏域が

64.7％で最も高くなっていました。 

今後の方針 

健康寿命ふれあいサロンの未設置町内への働きかけを強化するとともに、サロンの実施回数の

拡大や子どもと一緒に活動する世代間交流など、活動内容の充実を図るように支援をしていきま

す。 

介護予防人材養成事業では、各種介護予防サポーターと介護支援サポーターの名称を統一し、

「さばえ❤いきいきサポーター」として、広く周知し、サポーターの活動意欲の維持・向上や組

織化、自主活動化を支援するとともに、元気高齢者が支援者となるような取り組みを強化してい

きます。 

取り組みの実績・目標 

 

【介護予防拠点整備事業】 

現状と課題 

高齢者の健康の維持増進や介護予防、閉じこもりを防止するためには、身近な地域で誰もが気

軽に集まれる居場所「つどいの場」を拡充し、高齢者が地域の中でつながりながら、健康で生き

がいのある活動的な生活が送れるような地域づくりが必要となっています。介護予防・生活支援

につながる活動を推進するため、高齢者が集うサロンなどの「つどいの場」を介護予防の拠点と

して整備することにより、身近な地域での交流のきっかけづくり、介護予防にもつながる健康づ

くり、そして助け合い、支え合いの顔の見える関係づくりなどを推進していきます。 

 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

健康寿命ふれあい 
サロン数 

ヶ所 106 107 111 112 114 116 

健康寿命ふれあい 
サロン利用者数 

人 2,197 2,256 2,340 2,360 2,400 2,440 
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【一般介護予防事業評価事業】 

現状と課題 

平成 29（2017）年度より新規事業が始まり、事業の組み換えがあったため、今後も継続して適

正なプロセス評価ができるように必要なデータの収集・整理が必要となっています。 

また、事業開催状況や実施した効果等をよりわかりやすく伝えるため、高齢者向けの広報･周

知方法について検討する必要があります。 

今後の方針 

介護予防事業に対するニーズを把握し、事業評価を行うことによって、魅力ある一般介護予防

事業の充実を図ります。 

また、その状況を市民にわかりやすく広報等を利用して提供していきます。 

 

【地域リハビリテーション活動支援事業】 

現状と課題 

理学療法士、作業療法士等のリハビリ専門職が地域包括支援センターと連携しながら、地域ケ

ア会議において高齢者の自立支援に資する介護予防、リハビリテーションの理念を踏まえた助言

を実施しています。 

今後、さらに介護予防の取組みを強化するに当たり、リハビリ専門職による一般介護予防事業

や総合事業サービスの内容についての助言や介護サービス事業所に従事する介護職員等に対す

る技術的助言を受けることが必要となっています。 

今後の方針 

地域ケア会議におけるリハビリ専門職としての自立支援に向けた助言や政策提言を受けると

ともに、高齢者の介護予防の取り組みを強化するため、健康寿命ふれあいサロン等の住民主体の

集いの場における介護予防の取り組みについての助言や介護サービス事業所に従事する介護職

員等に対する研修等自立支援に資するサービス提供ができるように、医療機関やその他の関係機

関・団体等と連携しながら、理学療法士や作業療法士等の専門職との協力関係を築いていきます。  
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３．安心・安全で住み慣れた地域で暮らせるまちづくり 
 

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進 
地域包括ケアシステムとは、介護が必要な状態となっても可能な限り住み慣れた地域で自分らし

い暮らしができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるしくみづくり

です。 地域包括ケアシステムを推進するため、行政、事業者、専門機関等や地域の人々が手を取

り合い、地域の特性を最大限にいかしながらあらゆるニーズに対応するための多様なサービスや活

動等をさらに展開する必要があります。 

本計画においては、地域包括ケアシステムの深化に向けて、地域のニーズや課題に即し、より実

効性のある取組みの展開や強化を推進していきます。 
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① 地域包括支援センターの機能強化 

現状と課題 

地域包括支援センターの体制強化を図るため、平成 29（2017）年度に地域包括支援サブセンタ

ーを２名体制とし、身近な相談窓口としての総合相談業務の機能強化を図りました。近年、独居

高齢者、高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加に伴い、高齢者虐待や権利擁護を要する困難事

例が増加しており、より専門性の高い長期に及ぶ継続支援が必要となっています。また、本来の

包括的支援事業に加え、介護予防事業、認知症対策、医療・介護の連携、生活支援体制整備等の

業務も増加しており、今後、地域包括支援センターの業務評価を行い、地域包括支援センターの

体制の強化や専門職の資質向上のためのスキルアップが必要です。 

今後の方針 

地域包括支援センターの体制を基幹型センター(市）と委託型センター（圏域ごと）に転換し、

増加する困難事例や権利擁護業務に対して圏域ごとに対応できるような体制作りを検討してい

きます。基幹型センターは、委託型センターの業務管理や業務指導・相談を行うとともに、市全

域で取り組むような医療・介護連携、認知症施策の充実、地域ケア会議の充実、効果的・効率的

な介護予防の推進等の事業の中心的な機関としての役割を担うように検討していきます。 

また、専門職の資質向上のため、研修会に積極的に参加し、スキルアップを図ります。 

 

② 地域ケア会議の充実とケアマネジメントの向上 

現状と課題 

地域包括ケアシステムの実現のため、多職種で構成される地域ケア会議委員のメンバーを中心

に、地域ケア推進会議を２回と地域ケア個別会議を 10 回、合わせて地域ケア会議を毎月１回開

催しています。個別会議においては、主にケアマネジャーの困難事例の対応能力の向上を目的と

して開催し、この個別事例の課題から地域課題の把握・分析を行い、市の政策に反映させること

を目的とした地域ケア推進会議を開催しました。 

今後は、圏域ごとの地域ケア会議の開催や地域ケア個別会議における自立支援に資するマネジ

メントの強化を目的とした内容も盛り込む必要があります。 
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今後の方針 

地域包括ケアシステムの実現に向け、高齢者の自立支援、認知症の人への地域支援、困難事例

への対応等を検討、推進する多職種参加による地域ケア会議の充実に努めます。特に、高齢者の

自立支援に資するケアマネジャーによるケアマネジメントや介護サービス事業者によるサービ

スの質の向上を図ります。また、個別会議の積み上げを実施し、個別課題から地域課題の把握に

つなげ、課題解決のための政策提言を実施します。さらに、圏域ごとの地域ケア会議を開催し、

保健・医療・福祉の専門職だけでなく、地域の民生委員や区長、ボランティア等関係団体や機関

を巻き込んだ地域包括ケアの推進を図ります。 

地域ケア会議で協議した内容は、ケアマネジャーやリハビリ職等の医療・介護の専門職、民生

委員等関係団体と共有すると共に、介護予防・日常生活支援推進協議会や在宅介護・医療連携推

進協議会、介護保険運営協議会にて報告し、施策への反映を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  目  的 ：地域ケア個別会議の課題から地域課題の把握・分析を行い、市の政策に反映させる 

主な機能： 「ネットワーク構築機能」 「地域づくり・資源開発機能」 「政策形成機能」 

頻  度 ：２回/年 

地域ケア推進会議（市） 

地域ケア個別会議 
（地域包括支援センター・サブセンター） 

目  的 ：個別ケースの検討を通して、ケアマネジャーによる高齢者の自立支援に資するケアマ

ネジメントの支援や、個別課題の解決を行い、課題解決のためのネットワークの構築

や地域課題の把握を行う 

主な機能： 「個別課題解決機能」 「ネットワーク構築機能」 「地域課題発見機能」 

頻  度 ：10 回/年 
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（２）医療・介護連携体制の推進 
地域包括ケアシステムの進化・推進していくにあたって、在宅医療の充実とともに、医療と介護

の連携強化が重要な課題となります。医療と介護の連携に対応できる人材の育成等を推進するとと

もに、関係機関・関係者の連携強化、情報の共有化を推進します。 

 

① 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築 

現状と課題 

『在宅医療・介護の体制の構築』・『在宅医療・介護関係機関の連携』・『在宅ケアに対する住民

の理解』を柱に、各サービスを一体的に提供することで住民が安心して地域で療養生活を送れる

ということを目指して、中核病院である丹南病院や医師会・歯科医師会などの医療機関や、居宅

介護支援事業所・訪問介護事業所などの介護の専門機関の情報を取り纏めるとともに、在宅ケア

へのスムーズな移行のためのシステムの構築に努めてきました。 

今後はその情報の活用と並行して、住民への情報の公開や在宅ケアに対する理解を深めるため

の啓発を進める必要があります。 

今後の方針 

今後さらに高齢化が進展し、病床機能の分化などにより、在宅療養者が増加することが見込ま

れ、医療的ケアの必要な高齢者を在宅で支えるための医療と介護の連携はますます必要となりま

す。 

在宅療養が必要になった時に、住民が必要なサービスを適切に選択できるように、鯖江市の体

制の周知を図るとともに、在宅ケアについての理解を深めるための機会を設定していきます。さ

らに医師会を中心として体制の強化のための協議を継続していく環境づくりを進めていきます。 

また、「人生の最終段階における医療」、いわゆるターミナルケアとしての看取りを含めた医療

提供は、最期まで人間の尊厳を重視することが重要です。ターミナルに対する意識の共有を図り

ながら、医療と介護の連携による看取りの支援体制の確立を目指します。 

 

② 多職種連携、情報共有の促進 

現状と課題 

地域の在宅医療・介護に関わる関係者の顔の見える関係づくりのため、多職種連携研修会の開

催や在宅医療・介護連携推進協議会を中心に各専門機関の意見を集約し、在宅医療・介護連携の

体制整備に反映させてきました。 

今後の方針 

入院医療から在宅医療への移行期、さらに在宅医療の中での各専門機関の連携の強化が求めら

れる中、県が作成した退院支援ルールの普及やふくいメディカルネットなどのＩＣＴを活用した

支援者間の情報共有ツールを推進します。 

また、在宅医療・介護連携推進協議会や研修会を通して、連携の仕組みづくり・顔の見える関

係づくりを進めていきます。  
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（３）介護保険サービスの充実 
高齢者が安心して質の高い介護サービスを選択できるよう、介護保険制度やサービス等に関する

情報提供・相談体制など利用者支援の仕組みを充実します。また、介護サービスに携わる人材の確

保・研修の充実、給付の適正化、サービス提供事業者に対する指導・助言の強化や指定、サービス

全体の質向上に向けた取り組みを推進し、持続可能な介護保険制度の推進に取り組みます。 

 

① 介護保険サービスの基盤整備 

 

○訪問介護 

サービスの概要 

利用者の自宅を訪問し、生活面での自立に向けたサポートを行います。ホームヘルパーが利用

者の自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関す

る相談や助言等の必要な日常生活の支援を行います。 

現状と課題 

高齢者人口の増加による要介護者の増加のなかで、訪問介護は居宅サービスの根幹をなすサー

ビスとなっています。その中で、サービス提供の担い手となるホームヘルパーの安定した人材確

保が課題となっています。 

今後の方針 

今後も利用者の増加が見込まれることから、サービス量の確保に努めます。 

また、安定したサービス提供のために、ホームヘルパー研修などの情報提供を積極的に行い、

サービス担い手の人材育成と確保に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○訪問入浴介護 

サービスの概要 

利用者の身体の清潔維持と心身機能の維持を図ります。利用者の自宅を訪問して、簡易浴槽を

利用した入浴の介護を行います。 

現状と課題 

訪問入浴介護サービスの利用者の多くは要介護４・５の重度者となっています。重度者におけ

る在宅ケアのニーズに対応するためには、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図る当

該サービスの位置付けは重要であり、安定したサービスの供給が課題となります。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問介護 人/年 3,559 3,474 3,222 3,168 3,252 3,312 
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今後の方針 

訪問入浴介護については、重度の要介護者が在宅での生活を続けるためのサービスとして安定

的な供給体制の確立に努めます。 

介護予防訪問入浴介護については、ケアマネジメントに基づき、居宅に浴室がなく感染症等の

理由で施設等での入浴が困難な利用者に対し、訪問し、入浴を提供します。 

サービスの実績と見込 

 

○訪問看護 

サービスの概要 

療養生活の支援と心身機能維持回復を図ります。訪問看護ステーションや病院・診療所の看護

師等が利用者の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 

現状と課題 

今後、在宅療養を希望する要介護者等が増加するなかで、利用者の身体状況に応じた質の高い

療養環境の構築やターミナルケアの充実などの在宅療養のニーズに対応するためには、医療と介

護の連携の強化を図り、必要な方に着実に当該サービスが提供される体制を構築することが課題

となります。 

今後の方針 

訪問看護については、看護や医療的管理を必要とする高齢者の在宅療養希望の増加に伴い、支

援するサービスとその供給体制を確保していきます。また、ケアマネジメントを行う上で調整が

円滑に行えるよう、医療機関との連携を深めていきます。 

介護予防訪問看護については、基礎疾患等を抱えている利用者に医学的管理のもとで看護師等

が療養上のサービスを提供します。 

サービスの実績と見込 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問入浴介護 人/年 164 108 87 132 156 180 

介護予防 

訪問入浴介護 
人/年 2 0 0 0 0 0 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問看護 人/年 1,509 1,885 2,205 2,580 2,856 3,084 

介護予防訪問看護 人/年 310 310 358 444 504 528 
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○訪問リハビリテーション 

サービスの概要 

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けます。理学療法士や作業療法士が利用者

の自宅を訪問して、理学療法や作業療法等の必要なリハビリテーションを行います。 

現状と課題 

訪問リハビリテーションは、特に、退院（退所）直後もしくは生活機能低下時の集中的なサー

ビス提供に効果が高いとされており、医療と介護の連携を強化するとともに、利用者のニーズに

あった訪問リハビリテーション提供体制を構築することが課題となります。 

今後の方針 

訪問リハビリテーションについては、今後も利用者の増加が予想され、需要の拡大が考えられ

ることから、サービスの質を向上させ、居宅でできる生活行為を効果的に向上させるように努め

ていきます。 

介護予防訪問リハビリテーションについては、居宅でできる生活行為を向上させるサービス提

供ができるように、事業者の参入を促していきます。 

サービスの実績と見込 

 

○居宅療養管理指導 

サービスの概要 

通院が困難な利用者の療育上の管理および指導を行います。病院、診療所または薬局の医師、

歯科医師、薬剤師等が自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、療養上の管理および指導

を行います。 

現状と課題 

居宅で療養している要介護者等は増加傾向にあり、利用者及びその家族の療養上の不安や悩み

等を解決することや、服薬管理の指導など円滑に療養生活を送るための指導は、今後ますます重

要となってきます。このため、ケアマネジャーをはじめ、医師、薬剤師、看護職員等が協働して

対応していく体制を構築することが課題となります。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

訪問 

リハビリテーション 
人/年 425 504 512 552 564 588 

介護予防訪問 

リハビリテーション 
人/年 173 123 162 204 240 288 
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今後の方針 

居宅療養管理指導については、在宅で安心して療養できる環境を提供していくとともに、円滑

なサービスの実施をめざして、医療と介護が連携できるように働きかけていきます。 

介護予防居宅療養管理指導については、基礎疾患を抱えている利用者に､医学的管理指導を行

います。 

サービスの実績と見込 

 

○通所介護 

サービスの概要 

利用者の心身機能の維持と社会的孤立感の解消や、家族の身体的および精神的負担の軽減を図

ります。利用者がデイサービスセンターへ通所し（または送迎を行い。）、入浴や食事等の日常生

活上の支援や、相談、助言、機能訓練、レクリエーション等のサービスを受けます。 

現状と課題 

高齢者人口の増加による要介護者の増加のなかで、通所介護は居宅サービスの根幹をなすサー

ビスであり、増加する需要に応えるため安定したサービス提供の確保が重要となっています。 

今後の方針 

今後も利用者の増加が見込まれることから、安定したサービス量の確保に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅療養管理指導 人/年 291 367 453 480 504 564 

介護予防 

居宅療養管理指導 
人/年 24 14 7 12 12 12 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

通所介護 人/年 8,833 8,233 8,740 9,384 9,984 10,452 
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○通所リハビリテーション 

サービスの概要 

心身機能の回復や維持、体力の増進を図り、日常生活上での自立を図ります。利用者が老人保

健施設や病院、診療所等へ通所し（または送迎を行い。）、心身の機能の維持回復を図り、日常生

活の自立を助けるための理学療法や作業療法等のリハビリを受けます。 

現状と課題 

通所リハビリテーションは利用希望の高いサービスであり、要介護者等の増加に伴い今後も需

要が増大することが予測されます。 

今後も、医療保険と介護保険のリハビリテーションの役割分担に則り、医療保険のリハビリテ

ーションの受け皿としての機能を強化し、医療から介護へ円滑に移行できる体制を整備すること

が課題となります。 

今後の方針 

通所リハビリテーションについては、利用者のニーズに対応したサービス提供を図ります。 

介護予防通所リハビリテーションについては、日常生活の支援や在宅生活における生活行為を

向上させるためのサービスを提供します。介護予防ケアプランに応じた利用者の選択に柔軟に対

応できるように専門職と連携していきます。 

サービスの実績と見込 

 

○短期入所生活介護 

サービスの概要 

利用者の心身機能の維持、家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。利用者は特別養護老

人ホーム等へ短期入所し、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の支援や機能訓練等

のサービスを受けます。 

現状と課題 

短期入所生活介護は、利用者数及び利用日数が増加している傾向にあり、ニーズの高まりに対

してサービス量が追いついていない状況があることから、緊急時の利用ができない状況等が課題

となっています。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

通所 

リハビリテーション 
人/年 3,743 4,006 4,478 4,872 5,340 5,652 

介護予防通所 

リハビリテーション 
人/年 1,187 1,035 1,015 1,128 1,200 1,272 
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今後の方針 

短期入所生活介護については、利用ニーズが高いサービスであり、需要に応じたサービス供給

体制の確保に努めます。 

介護予防短期入所生活介護については、在宅における生活行為の向上を図る中で、一時的に在

宅におけるサービス利用が困難となった場合、生活機能の低下をきたすことがないよう、施設に

おいて、生活行為の維持、向上に向けた支援を行います。 

今期に整備する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護等に併せて、10床の新設を予定し、

今後も供給体制の拡充に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○短期入所療養介護 

サービスの概要 

利用者の心身機能の維持、家族の身体的、精神的負担の軽減を図ります。利用者が介護老人保

健施設や介護療養型医療施設へ短期間入所し、看護や医学的管理下の介護、機能訓練等の必要な

医療や日常生活の支援等のサービスを受けます。 

現状と課題 

短期入所療養介護は、医療ニーズのある利用者及びその家族にとって在宅生活を継続するため

には有用なサービスとなっています。 

このため、今後、短期入所サービスを充実させ、リハビリテーション機能の強化を図るととも

に緊急時の利用など柔軟な対応ができる体制を構築することが課題となります。 

今後の方針 

短期入所療養介護については、医療機関等との連携を綿密にしながら、利用者のニーズに対応

したサービス供給体制の確保に努めます。 

介護予防短期入所療養介護については、在宅における生活行為の向上を図る中で、一時的に在

宅におけるサービス利用が困難となった場合、生活機能の低下をきたすことがないよう、施設に

おいて、生活行為の維持、向上に向けた支援を行います。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

短期入所生活介護 人/年 1,891 2,054 2,105 2,160 2,256 2,388 

介護予防 

短期入所生活介護 
人/年 79 52 28 24 24 24 
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サービスの実績と見込 

 

○特定施設入居者生活介護 

サービスの概要 

介護付きの有料老人ホーム等に入所している利用者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、生

活等に関する相談、助言等の日常生活上の支援、機能訓練および療養上の支援を行います。 

現状と課題 

特定施設の指定を受けている施設は限られていますが、住まいの確保と介護の提供が一体とな

ったサービスであることからニーズの高まりがみられます。 

今後の方針 

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護ともに、民間事業者の参入の動向

や利用者の意向を踏まえ、市内および近隣市町の施設整備の動向をみながら供給体制の整備に努

めます。 

サービスの実績と見込 

 

○福祉用具貸与 

サービスの概要 

家庭での日常生活上の便宜を図ります。心身の機能が低下し日常生活に支障のある利用者に、

日常生活上の便宜や機能訓練に役立つ福祉用具の貸し出しを行います。 

現状と課題 

福祉用具は、その特性と利用者の心身の状況を踏まえた必要性の十分な検討を経ることなく選

定した場合、利用者の自立支援が大きく阻害されるおそれがあります。このため、利用者が適切

で質の高いサービスの提供を受けられる体制を構築することが課題となります。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

短期入所療養介護 人/年 141 160 126 300 360 444 

介護予防 

短期入所療養介護 
人/年 3 2 0 0 0 0 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

特定施設入居者 

生活介護 
人/年 668 697 779 804 852 864 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
人/年 143 122 78 120 72 60 
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今後の方針 

ニーズの高いサービスであることから、サービス量を確保しつつ、福祉用具貸与、介護予防福

祉用具貸与ともに、本人を含めた身体状況に応じた適切な福祉用具の利用に向け、情報提供や相

談支援・指導に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○特定福祉用具販売 

サービスの概要 

家庭での日常生活上の便宜を図ります。心身の機能が低下し、日常生活に支障のある利用者等

に、日常生活上の便宜や機能訓練に役立つ福祉用具購入費用（同一年度で 10万円以内。）の９割

（一定以上所得者は８割または７割）を支給します。 

現状と課題 

福祉用具は、その特性と利用者の心身の状況を踏まえた必要性の十分な検討を経ることなく選

定した場合、利用者の自立支援が大きく阻害されるおそれがあります。このため、利用者が適切

で質の高いサービスの提供を受けられる体制を構築することが課題となります。 

今後の方針 

福祉用具貸与と同様に、本人を含めた身体状況に応じた適切な福祉用具の購入に向け、情報提

供や相談支援・指導に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

福祉用具貸与 人/年 8,743 9,398 9,771 10,332 11,004 11,292 

介護予防 

福祉用具貸与 
人/年 2,096 2,155 2,160 2,196 2,256 2,424 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

特定福祉用具販売 人/年 174 171 81 264 276 276 

介護予防 

特定福祉用具販売 
人/年 76 37 29 72 84 96 
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○住宅改修 

サービスの概要 

利用者が居宅において自立した日常生活を営むことができるように、手すりの取り付けや段差

解消など要件を満たす住宅の改修を行った場合に、一定の限度額内で要した費用を支給します。 

現状と課題 

介護保険制度の浸透、要介護者等の増加等により需要が増加することが予測されます。利用者

の疾患や心身の状況に応じた生活環境を整えるため、適切で効果的な住宅改修の促進を図る働き

かけが課題となります。 

今後の方針 

住宅改修、介護予防住宅改修ともに、高齢者の在宅生活への意向が高まる中、安全で安心して

暮らせる住まいの確保に向けて、改修が必要な住宅に対して、適切にサービス提供が行えるよう

努めます。また、ケアマネジャーやサービス事業者に対しても不要な改修等を行うことがないよ

う、介護給付の適正化に向けた指導、住宅改修の理由書のチェック等を行います。 

サービスの実績と見込 

 

○居宅介護支援・介護予防支援 

サービスの概要 

在宅の要介護者等が、介護保険から給付される在宅サービス等を適正に利用できるよう、要介

護者等と契約した居宅介護支援事業所に属するケアマネジャーが、介護サービス計画の作成、居

宅サービス事業者との連絡調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行います。ま

た、介護予防支援は、要支援者に対する介護予防サービスのケアプランを作成します。 

現状と課題 

居宅介護支援等において、利用者の多様な価値観、ニーズなどによる支援困難事例が増加して

います。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

住宅改修 人/年 138 142 169 216 216 264 

介護予防住宅改修 人/年 86 73 41 96 108 120 
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今後の方針 

居宅介護支援については、在宅と施設、医療と介護の連携強化を図り、地域ケア会議の個別事

例検討を活用しながら支援困難事例等への助言等を行います。ケアマネジャーの質の向上のため､

研修機会を提供していきます。 

介護予防支援については、地域包括支援センターにおいて利用者のさまざまな生活行為を評価

し、改善・維持の目標設定を行うケアプランを実施していきます。 

サービスの実績と見込 

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

サービスの概要 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護

と訪問看護を一体的に、または、それぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を

行います。 

現状と課題 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、市内に２事業所でサービス提供が行われてい

ますが、サービス内容等が十分に認識されていないことから、今後もこのサービスの周知に努め

る必要があります。 

今後の方針 

サービスの利用促進を図るため、このサービスの情報提供を推進するとともに、サービス量の

確保に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

居宅介護支援 人/年 14,806 15,641 17,345 17,988 19,212 19,572 

介護予防支援 人/年 5,380 5,161 4,911 4,680 4,716 4,860 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

定期巡回・随時 

対応型訪問看護 
人/年 176 175 264 324 420 504 
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○認知症対応型通所介護 

サービスの概要 

介護が必要な認知症高齢者がデイサービスセンターへ通い（または送迎を行い。）、入浴や食事

等の日常生活上の支援や、相談、助言、機能訓練、レクリエーション等を行います。 

現状と課題 

認知症対応型通所介護については、今後も認知症高齢者の増加が懸念される中で、ニーズの高

まりが見込まれます。 

今後の方針 

認知症高齢者が住み慣れた家庭で生活を続けることができるよう支援する上でも重要なサー

ビスであることから、サービスの利用促進を図るとともに、サービス量の確保に努めます。 

 

サービスの実績と見込 

 

○小規模多機能型居宅介護 

サービスの概要 

「通い」を中心として、利用者の容態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わ

せてサービス提供を行い、在宅での生活継続を支援します。 

現状と課題 

小規模多機能型居宅介護については、安定したサービス量の確保に努めるとともに、利用者に

対しては適正な利用に向けた啓発を行っていく必要があります。 

今後の方針 

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護ともに、民間事業者の参入の動向

や利用者の移行を踏まえ、供給体制の整備に努めます。 

本計画では、新たに１ヶ所（利用登録定員 29名以下。）を整備して、サービス提供体制の基盤

整備に努めます。 

 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

認知症対応型 

通所介護 
人/年 872 952 960 960 960 960 

介護予防認知症 

対応型通所介護 
人/年 7 4 0 0 0 0 
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サービスの実績と見込 

 

○認知症対応型共同生活介護 

サービスの概要 

介護が必要な認知症高齢者が、少人数で共同生活を行い、認知症の進行を和らげます。 

家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフが入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の支

援および機能訓練を行います。 

現状と課題 

認知症対応型共同生活介護については、今後も認知症高齢者の増加が懸念される中で、ニーズ

の高まりが見込まれます。 

今後の方針 

認知症高齢者が住み慣れた地域を離れることなく生活を送れるようにする「住まいの場」の確

保として重要なサービスであることから、安定したサービス量の確保に努めます。 

本計画では、新たに１ヶ所（２ユニット 18名定員）を整備して、サービス提供体制の基盤整

備に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○地域密着型特定施設入居者生活介護 

サービスの概要 

介護の必要な人に対し、住み慣れた地域の地域密着型特定施設において、入浴、排泄、食事等

の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練および療養上の世話を行うことにより、その有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにします。 

現状と課題 

本市の実情やサービス事業者の動向を踏まえ、今後検討していきます。 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

小規模多機能型 

居宅介護 
人/年 1,093 1,286 1,421 1,452 1,536 1,716 

介護予防小規模 

多機能型居宅介護 
人/年 78 53 25 36 36 36 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

認知症対応型 

共同生活介護 
人/年 857 863 880 1,068 1,068 1,284 

介護予防認知症 

対応型共同生活介護 
人/年 0 0 0 12 12 12 
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今後の方針 

今後、利用ニーズの動向により整備を検討していきます。 

 

○地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

サービスの概要 

居宅において適切な介護を受けることが困難な利用者に対し、身近な地域において、入浴、排

泄、食事等の生活上の支援、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。 

現状と課題 

住み慣れた地域での生活を継続するために必要なサービスと位置付け、今後の整備を検討する

必要があります。 

今後の方針 

本計画では、新たに１ヶ所（29床）を整備して、事業者の参入を促進し、サービス提供体制の

基盤整備に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

サービスの概要 

医療ニーズのある中重度の要介護者が地域での療養生活を継続できるよう、小規模多機能型居

宅介護（通い、泊まり、訪問看護、訪問介護。）と訪問看護を組み合わせて提供する複合型サー

ビスで、利用者がニーズに応じて柔軟に医療ニーズに対応した小規模多機能型サービス等の提供

を受けられるようになるものです。また、事業者にとっても、柔軟な人員配置が可能になる、ケ

アの体制が構築しやすくなるという利点があります。 

現状と課題 

本市の実情やサービス事業者の動向を踏まえ、今後検討していきます。 

今後の方針 

今後、利用ニーズの動向により整備を検討していきます。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 
人/年 53 38 186 348 348 696 
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サービスの実績と見込 

 

○地域密着型通所介護 

サービスの概要 

日中、利用定員 18 人以下の小規模の老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、

入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利

用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 

現状と課題 

高齢者人口の増加による要介護者の増加のなかで、通所介護は居宅サービスの根幹をなすサー

ビスとなっています。その中で、地域密着型通所介護に移行された小規模なデイサービス（定員

数 18人以下の事業所）における安定的なサービス提供が課題となっています。 

今後の方針 

今後も利用者の増加が見込まれることから、安定的なサービス量の確保に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○介護老人福祉施設 

サービスの概要 

居宅において適切な介護を受けることが困難な利用者に対し、入浴、排泄、食事等の生活上の

支援、機能訓練、健康管理、療養上の支援を行います。 

現状と課題 

介護老人福祉施設は、入所希望の多いサービスですが、利用者の動向を十分注視したうえで整

備を検討する必要があります。 

また、原則として入所を要介護３以上に限定されますので、今後は、重度の要介護者を中心と

した生活重視型の施設として、介護が困難な要介護者に対する質の高いケアを実施する観点から、

認知症ケアや増大する医療ニーズへの対応など、利用者の重度化対応をすすめることが課題とな

ります。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
人/年 - - - 60 60 60 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

地域密着型通所介護 人/年 0 934 814 924 984 1,044 
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今後の方針 

特別養護老人ホームは、常時介護を必要とする方が適切な介護サービスを受ける場であり、重

度の高齢者の生活の場と捉え、今後ともニーズを適確に把握しながら、中長期的な視点に立った

整備誘導を図っていきます。 

サービスの実績と見込 

 

○介護老人保健施設 

サービスの概要 

入院治療の必要のない利用者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、

日常生活上の支援を行います。 

現状と課題 

介護老人保健施設は、入所者の在宅復帰支援機能を強化する観点から、短期集中型リハビリテ

ーションの充実や増大する医療ニーズへの対応など、利用者の重度化対応をすすめることが課題

となります。 

今後の方針 

今後ともニーズを適確に把握しながら、サービス量の確保に努めます。 

サービスの実績と見込 

 

○介護療養型医療施設 

サービスの概要 

療養型病床群等をもつ病院および診療所の介護保険適用部分に入院する利用者に対し、療養上

の管理、看護、医学的管理下の介護等の支援、機能訓練等の必要な医療を行います。 

現状と課題 

介護療養型医療施設（介護保険適用の療養病床）については、平成 29（2017）年度中に介護老

人保健施設へ転換されました。 

  

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護老人福祉施設 人/年 2,841 2,995 3,135 3,132 3,132 3,132 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護老人保健施設 人/年 2,747 2,812 3,018 3,756 3,756 3,756 
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サービスの実績と見込 

 

○介護医療院 

サービスの概要 

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」

や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな施設で、「長

期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的提供します。 

今後の方針 

平成 29（2017）年度に実施された「医療療養病床を有する医療機関及び介護療養型医療施設に

おける転換の意向調査」では、本市内にある該当施設等において本計画期間内に介護医療院へ転

換するとの回答はなかった。今後、本市の実情や当該医療機関等の動向を踏まえ、検討していき

ます。 

 

 

② 福祉・介護人材の確保 

現状と課題 

今後ますます拡大していく市民の福祉・介護ニーズに対応していくためには、福祉・介護サー

ビス分野において、他の分野と比較しても特に、人材を安定的に確保していくことが求められて

います。 

福祉・介護サービス分野において、将来にわたって安定的に人材を確保していくため、主に若

年期に入職して正規雇用で長期間にわたり就労する者、ライフスタイルに対応した多様な雇用形

態で就労を希望する者等、さまざまな就労形態の従事者がいることを念頭に置きつつ、人材を確

保していくために必要な対策を重層的に講じていくことが必要です。 

 

今後の方針 

介護サービスに携わる人材の確保や資質向上のための研修内容の充実を事業者に促します。 

また、介護福祉士や社会福祉士等の有資格者等について、就業説明会の実施等を通じて関心を

喚起し、福祉・介護サービス分野への再就業を働きかけます。 

さらに、福祉・介護サービスの職場体験の実施や各種媒体を通じた広報活動等を通じて若年層

をはじめとする幅広い層に対して福祉・介護サービスの周知・理解に努めます。 

 単位 

実績値 計画値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

介護療養型医療施設 人/年 1,169 925 693 24 24 24 
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③ 介護保険事業の適正・円滑な運営 

介護保険法第 117 条第２項第３号及び第４号の規定により、市町村介護保険事業計画において、

介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標を

定めるものとされています。したがって、鯖江市第４期介護給付適正化計画は、本計画において定

めるものとします。 

第４期において取り組むべき事業としては、主要５事業（要介護認定の適正化、ケアプランの点

検、住宅改修等の点検、縦覧点検・医療情報との突合、介護給付費通知）を第３期に引き続き、着

実に実施することであり、それぞれの趣旨・実施方法等を踏まえ、より具体性・実効性のある構成・

内容に見直しながら、介護給付の適正化を一層推進するため、県の介護給付適正化計画をもとに目

標を定め、取り組んでいきます。 

 

○要介護認定の適正化 

現状と課題 

現在、全ての認定調査票の書面チェックを実施し、春季に新人調査員研修、秋季に継続調査員

の研修を行っていますが、認定調査票の平準化がまだまだ不十分な項目が見られます。新人研修

の充実や、秋季の研修の内容にグループワークを取り入れるなど工夫を行い、より一層の平準化

を図る必要があります。 

今後の方針 

今後も継続して、要介護認定の流れの各段階（認定調査・主治医の意見書・認定審査会）にお

けるチェック体制を強化するとともに、認定調査員の研修、介護認定審査会委員の研修を継続し

て行うことで、関係者の資質の向上・認識の統一を図ります。 

また、認定調査項目別の選択状況について、全国の保険者と比較した分析等を行うことで要介

護認定調査の平準化をさらに進め、要介護（要支援）度の決定がより一層公平かつ適正に行われ

るように努めます。 

目標 

 

 

 

 

 

○ケアマネジャーの支援（ケアプランの点検） 

現状と課題 

ケアマネジャーの資質の向上を目的に研修会を実施しています。また、新任のケアマネジャー

を対象に、資質向上と適正な計画作成・適正給付を図るために、ケアプランについてケアマネジ

メント過程を含めた点検、評価を専門家により行っています。 

  

 単位 
目標値 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

点検数／調査数 ％ 100 100 100 
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今後の方針 

ケアプラン点検の勉強会の実施など、今後ともケアマネジメント過程を含めた点検、評価を専

門家により行っていきます。 

また、ケアマネジャーが作成したケアプランの記載内容について、事業者に資料提出を求め、

市職員等の第三者が点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを

確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供を改善していきます。 

 

目標 

 

 

 

 

 

○住宅改修等の点検 

現状と課題 

介護保険制度の浸透、要介護者等の増加等により住宅改修および福祉用具購入の需要が増加す

ることが予測されます。 

利用者の疾患や心身の状況に応じた生活環境を整えるため、適切で効果的な利用の促進を図る

働きかけが課題となります。 

今後の方針 

サービスの利用促進を図るとともに、利用者に対しては適正な利用に向けた啓発を行っていき

ます。また、ケアマネジャーやサービス事業者に対しても不要な改修等を行うことがないよう、

介護給付の適正化に向けた指導を徹底し、住宅改修については、住宅改修関係書類の点検を行い、

疑義が生じた場合には利用者宅へ訪問し必要に応じて理学療法士等の協力のもと実態を把握し、

施工後も状況を確認し、疑義がある場合は訪問し確認します。福祉用具購入については、福祉用

具の必要性や利用状況を点検し、疑義がある場合は、利用者宅へ訪問し実態を確認します。 

目標 

 

 

 

  

 単位 
目標値 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

点検事業所数／事業所数 ％ 100 100 100 

 単位 
目標値 

平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 

住宅改修 点検数／改修件数 ％ 100 100 100 

福祉用具購入 点検数／購入件数 ％ 100 100 100 
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○縦覧点検・医療情報との突合 

現状と課題 

縦覧点検・医療情報との突合については、点検、事業所への確認、過誤処理までを国保連への

委託により実施しています。 

今後の方針 

縦覧点検において、委託していない帳票についても、引き続き点検していきます。 

目標 

 

 

 

 

 

○介護給付費通知 

現状と課題 

利用者に対して費用の給付状況を通知することで、利用者や事業所に対して適切なサービスの

利用と提供を普及啓発するとともに、自ら受けているサービスを改めて確認し、適切な請求に向

けた抑制効果を上げるため、給付費の通知を実施しています。 

平成 29（2017）年度より給付費通知のレイアウトが変更され、給付費の財源内訳がイメージ図

により表記されることとなりましたが、まだまだ文面の解説に不十分な箇所があります。 

今後の方針 

今後も通知を継続して実施するとともに、改善を検討しながら、利用者に対して適切なサービ

スの利用と提供について、普及啓発を行います。 

目標 

 

 

 

 

 

  

 単位 
目標値 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

確認数／帳票数 ％ 100 100 100 

 単位 
目標値 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

対象月数／12ヶ月 ％ 100 100 100 
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○給付実績の活用 

今後の方針 

今計画も引き続き国保連の「給付適正化システム」によって出力される給付実績のデータを活

用し、不適切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の効率化、事業者の指導

育成を図り、「認定調査状況と利用サービス不一致一覧表」、「適正化による申立件数・効果額」

の２帳票を活用していきます。 

目標 

 

 

 

 

 

○事業者の指導監査 

現状と課題 

介護保険サービスの質の確保および保険給付の適正化を図るため、地域密着型サービス事業所

に対し定期的な実地指導、監査を実施しています。  

また、鯖江市介護保険利用者擁護委員会において、市内の介護事業者への第三者評価を実施し

ています。これは、介護保険サービスの質の向上のため、介護保険サービス内容の自己評価に基

づき訪問調査を行い、事業所に対してその評価内容を通知するものです。 

今後も引き続き、介護サービス事業者に対する指導を行い、介護サービスの質の確保および保

険給付の適正化を図る必要があります。 

今後の方針 

地域密着型サービス事業所に対しては、実地指導により利用者の尊厳の保持や個別ケアプラン

の作成を中心とした指導を行ない、市内の介護事業者に対しては、市介護保険利用者擁護委員会

による第三者評価を実施により介護サービスの質の向上に努めていきます。 

 

○介護保険制度の普及啓発 

現状と課題 

介護保険サービスを必要とする高齢者やその家族が、本人の身体状況に合ったサービス等を適

切に利用できるように、市広報誌やホームページに介護保険制度の情報等を掲載するとともに、

各種講座等で介護保険制度に関するわかりやすい情報の提供を行っています。今後は、介護保険

制度の改正等、必要な情報提供の充実が必要です。 

アンケート調査では、介護保険制度に関することで本市に望むことについては、「介護保険制

度に関してわかりやすい情報の提供」が約４割となっていました。 

 

  

 
目標値 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 

活用した帳票の数 2帳票 2帳票 2帳票 
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今後の方針 

広報さばえ、市のホームページでの情報提供を行うとともに、出前講座などを利用して解りや

すい情報の提供に努めます。 

 

④ 介護サービスの相談体制の充実 

 

○介護保険利用者擁護委員会 

現状と課題 

介護保険サービスに関する苦情について、鯖江市介護保険利用者擁護委員会が中立公正な立場

でサービス提供者に対して調査・調整を行い、苦情の解決を図るとともに、利用者の擁護、介護

保険サービスの質の向上を図っています。また、介護保険適用以外の福祉サービス利用者につい

ても、介護保険利用者擁護委員会が福祉サービス苦情調整委員会を兼務しており、苦情の解決を

図るとともに、利用者の擁護体制の充実に取組んでいます。 

前計画期間中は、介護保険に関する苦情について、対応困難な事案はなく、介護保険利用者擁

護委員会での苦情処理には至りませんでした。 

今後の方針 

介護保険に関する苦情など対応困難な事案については、 市介護保険利用者擁護委員会や福井

県国民健康保険団体連合会と連携して解決を図っていきます。 

 

○介護相談員派遣事業 

現状と課題 

介護相談員が市内の介護サービス提供事業所を訪問し、利用者の介護サービスに関する意見・

要望等を聴取し事業者と情報交換等を行うことにより、利用者の不満や不安を解消するとともに

サービス向上につなげています。 

利用者の声が事業所のサービス向上につながるよう、介護相談員が積極的に利用者の不満等を

聞き取り、事業所に伝えることが必要です。 

今後の方針 

継続的に事業所訪問を行うことで利用者および事業所と介護相談員との信頼関係を築き、利用

者の不安や悩みの解消に努めます。また、介護相談員の研修参加によるスキルアップを図ります。 
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（４）安心・安全な生活環境の整備と多様な住まいの確保 
高齢者が安心・安全に生活し、社会参加できるよう、個別の生活ニーズに応え、安定的・継続的

な生活支援サービスの充実を図るとともに、災害時の支援体制の確立、公共交通の充実、高齢者向

け住宅の供給促進等に取り組みます。 

 

① 生活支援サービスの充実 

 

○訪問家事援助事業 

現状と課題 

日常生活上の援助を要すると認められる人に対して、在宅ひとり暮らし高齢者等の自立した生

活の継続を可能とするとともに要介護状態への進行防止を目的に、ホームヘルパーによる家事援

助の費用の一部を助成しています。 

平成 29（2017）年度からは、介護予防・生活支援サービス事業に移行して、実施しています。 

 

○軽作業援助事業 

現状と課題 

生活環境の整備等、自立した生活の継続を可能とするとともに要介護状態への進行防止を目的

に、軽易な日常生活上の作業にかかる費用の一部を助成しています。（鯖江市シルバー人材セン

ターの登録会員が作業を行います。） 

高齢化、核家族化が進む中で、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯が増加傾向となっています。

引き続き、事業関係機関と連携を図り、利用者のニーズに対応した援助を行っていくことが必要

です。 

今後の方針 

在宅で安心して生活を送ることができるように広報等を活用して情報提供を図ります。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

登録者数 人 74 87 87 90 95 100 
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○寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 

現状と課題 

利用者に清潔な安らぎを与え、介護者の労苦を軽減するために、寝たきり高齢者等に対し、寝

具の衛生管理を行う水洗い洗濯、乾燥および消毒等のサービスを年２回実施しています。 

在宅の寝たきり高齢者およびその介護者にとって、寝具の衛生管理はとても重要なことであり、

今後も継続して広報活動をしていくことが必要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して支援の必要な対象者の把握に努め、事業を

実施していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

○外出支援サービス事業 

現状と課題 

寝たきりの在宅高齢者等が医療機関や保健福祉サービス施設に通うために利用するタクシー

等に対し、乗車賃の一部助成としてタクシー乗車券を発行します。 

高齢化が進む中で、在宅の要介護高齢者の増加が見込まれ、外出にかかる費用支援のニーズは

高まることが予想されるため、引き続き、広報等により周知が必要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して支援の必要な対象者の把握に努め、事業を

実施していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 184 207 210 215 220 225 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

実利用者数 人 37 53 60 70 80 90 
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○「食」の自立支援事業 

現状と課題 

病弱なひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯であって、調理が困難な人に配食サービス

を提供し､高齢者が健康で自立した生活を送ることができるよう支援しています。配食ボランテ

ィアが、安否確認を含め、毎週金曜日に昼食を居宅へ配達します。 

配食サービスを行うことで、バランスの良い食事摂取や栄養の確保が図られることで、安全・

安心な在宅生活ができるように事業の継続が必要です。また、配食サービスを安全に実施するた

めに、配食ボランティアの人員確保も重要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して調理が困難な在宅高齢者の実態把握に努め、

事業を実施していきます。 

また、広報等を通して配食ボランティアの募集を行うことに努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

○要介護高齢者等介護用品支給事業 

現状と課題 

在宅の高齢者に安らかでより快適な生活の支援と家族の介護負担を軽減するため、介護用品購

入費を一部助成しています。 

在宅介護の高齢者の増加により、利用者は毎年増加しており、長期にわたる事業継続を見越し

て助成額等の検討が課題となっています。 

今後の方針 

介護支援専門員を通して支援の必要な対象者の把握に努め、事業を実施していくとともに、今

後、助成額等について検討していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

延べ利用者数 人 4,053 4,647 4,700 4,800 4,850 4,900 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

延べ利用者数 人 10,779 11,398 12,000 12,600 13,200 13,800 
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○日常生活用具給付事業 

現状と課題 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯で、住民税非課税世帯に対

し、心身機能の低下に伴う火事や逃げ遅れ、やけどを防ぐために日常生活用具を給付しています。 

高齢化が進む中で、ひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯の増加が見込まれ、日常生活

用具が必要と判断される高齢者が増えると予想されるため、引き続き広報等により周知が必要で

す。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して支援の必要な対象者の把握に努め、事業を

実施していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

○介護サービス利用支援金支給事業 

現状と課題 

在宅で生活している寝たきりや認知症高齢者等に支援金を給付し、介護サービスが利用できる

よう支援しています。 

高齢化の進行とともに、増加すると予測される在宅の要介護高齢者は介護サービスの利用が多

く見込まれます。今後も引き続き低所得者の経済的支援のために必要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して支援の必要な対象者の把握に努め、事業を

実施していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

電磁調理器利用数 世帯 7 2 2 3 4 5 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 20 20 35 40 45 50 
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○あんしんステイ事業 

現状と課題 

災害や介護者の長期入院等の理由で、給付限度額日数を超えて短期入所介護・短期入所療養介

護を利用したとき、超えた日数分にかかわる入所費用の一部を助成しています。 

在宅介護が増加すると予測される中で、介護保険制度の支給限度額を超えて短期入所生活介護

または短期入所療養介護を利用しなければならない低所得世帯への一部助成が必要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して支援の必要な対象者の把握に努め、事業を

実施していきます。 

取り組みの実績・目標 

 

○市内入浴施設等利用助成事業 

現状と課題 

市内の入浴施設を高齢者の生きがいと健康増進を図る介護予防の拠点として設置し、無料で利

用できるよう助成しています。入浴等を通して高齢者の健康保持と、公衆の中で生きがいの増進

を図っていくことが必要です。 

今後の方針 

今後も入浴を通して、高齢者の健康保持、健康増進を図るため、引き続き事業を実施します。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 0 1 1 3 3 3 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

市民ホールつつじ 人 330 330 335 340 345 350 

神明苑 人 3,563 3,477 3,500 3,520 3,540 3,560 

ラポーゼかわだ 人 3,647 3,772 3,800 3,850 3,900 3,950 
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○はり・きゅうおよびマッサージ等施術費助成事業 

現状と課題 

はり、きゅう、マッサージを通して高齢者の健康保持・増進および介護予防を図るための費用

の一部（１回あたり 1,000円）を助成しています。 

高齢者の健康保持と福祉の増進を図るための助成券の発行は好評であり、介護予防のためにも、

今後も事業の継続が必要です。 

今後の方針 

今後も高齢者の健康保持・健康増進を図るために引き続き、１回あたり 1,000円の助成を継続

して行います。 

取り組みの実績・目標 

 

○緊急通報体制整備事業 

現状と課題 

高齢者の安全をいち早く守るため、緊急事態を消防署に通報する緊急通報装置を貸与・斡旋し

ます。（住民税非課税世帯：無料、住民税課税世帯：実費負担。）増加傾向にあるひとり暮らし高

齢者または高齢者世帯の安全対策として、今後も広報等を通じて周知していくことが必要です。

また、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯が安心して生活が送れるよう緊急通報装置の管理に

ついて十分な説明が必要です。 

今後の方針 

民生委員児童委員と連携を図り、安心して在宅生活を送ることができるように周知を図ります。 

緊急通報装置の管理については、申請時に十分な説明を行い、病気や災害等の緊急時には迅速

かつ適切な対応がとれるよう民生委員児童委員、近隣協力員との連携に努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

助成額 千円 1,531 1,421 1,450 1,460 1,470 1,480 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 185 188 190 192 194 196 
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○ひとり暮らし高齢者等屋根雪おろし援助事業 

現状と課題 

ひとり暮らし高齢者および高齢者のみの世帯等が居住している居宅の、屋根の雪おろしに対し

て、家族や親族の援助がない、または、除雪作業員を雇用することができない場合には、町内会

が中心となり地域ぐるみで屋根の雪おろしを実施したり、市および民生委員児童委員が除雪作業

員の情報提供を行います。また、非課税世帯を除雪した場合は協力金を支給します。 

地域のつながりが注目されている中で、地域ぐるみで屋根の雪おろしの実施を行うなど、安心

して生活するためには、お互いの助け合いや支え合いが必要です。そのためには今後とも地域力

アップの基盤づくりが必要です。 

今後の方針 

親族からの除雪援助や除雪作業員を雇用することができない高齢者に対して、冬期の積雪から

身の安全を守り、安心して生活できるように、継続して地域ぐるみの除雪体制づくりを支えてい

きます。 

 

○ひとり暮らし高齢者友愛訪問事業 

現状と課題 

おおむね 70 歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみの世帯であって、継続して安否の

確認や話し相手を必要とする人に対し、民生委員児童委員が定期的に乳酸菌飲料を持参し、自宅

への訪問を行います。 

ひとり暮らしで外出できない高齢者の増加が予測される中で、親族の訪問も滞りがちな高齢者

については、安否確認できる環境づくりが必要です。身近な存在である民生委員児童委員の訪問

により、在宅での生活を安心して送れるように継続的な見守りが必要となります。 

今後の方針 

ひとり暮らし高齢者世帯等の安否確認のため、民生委員児童委員の定期的な訪問でひとり暮ら

し高齢者世帯等の安否確認を継続して行える環境づくりに努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 338 329 330 335 340 345 
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○ひとり暮らし高齢者のつどい開催事業 

現状と課題 

今後増加が予想されるひとり暮らし高齢者を対象に、孤独感の解消と精神的な健康保持のため

の交流の場を提供するとともに、事業について周知していくことが必要です。 

今後の方針 

委託先の市社会福祉協議会や民生委員児童委員との協力、また、高齢者間での声かけ等を通し

て、参加者の拡大を図るように努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

 

② 要介護高齢者住宅改造助成事業 

現状と課題 

介護を要する高齢者の在宅での生活を支援するため、介護保険事業の対象とならない住宅改造

の費用の一部を助成しています。介護保険の事業で対象とならない住宅改造費用を支援すること

は、高齢化が進むと予測される状況の中で、今後も必要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して、支援の必要な対象者の把握に努めます。

また、介護支援専門員を対象とした研修会で事業の周知に努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 373 383 371 375 380 385 

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 13 9 10 11 12 13 
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③ 避難行動要支援者対策 

現状と課題 

災害時または災害発生のおそれがある場合、災害時要援護者避難支援プランに基づき、区長（自

主防災組織の長）や民生委員児童委員等の協力により、地域ぐるみで避難行動要支援者（災害時

要援護者）を支援する体制の確立に努めています。 

今後とも地域ぐるみで避難行動要支援者を支援する体制づくりが必要です。 

今後の方針 

鯖江市避難行動要支援者（災害時要援護者）避難支援プランに基づき、区長・民生委員児童委

員等の協力を得ながら、避難行動要支援者を支援する体制の確立をめざします。 

 

④ 公共交通の充実 

現状と課題 

デザインを一新したつつじバスを「地域に活かされるコミュニティバス」と位置づけ、通院や

買物等、高齢者に対する足の確保に重点を置き、利便性向上をめざしています。 

運行開始以来、順調に利用者数を伸ばし続けていますが、運賃改正を実施した場合には、利用

者が減少する懸念があります。 

今後の方針 

路線変更やダイヤ改正を継続して実施し、利便性向上をめざします。また、運転免許自主返納

者に対する無料証発行等のお得な制度の周知徹底を図り、利用者の増加に努めます。 
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⑤ 高齢者向けの住まいの確保 

現状と課題 

高齢者のための住まいには、次の表のようにさまざまな種類があります。 

サービス付き高齢者向け住宅はこれまでに２箇所整備されましたが、今後も住み慣れた地域で

安心して暮らし続けられるよう整備を進めてく必要があります。 

軽費老人ホーム（ケアハウス）については２施設整備されており、現状数で対応を図るため、

周辺自治体の施設との連携が必要です。 

養護老人ホームは市内に整備はされていませんが、家庭環境、経済的理由のある高齢者に対し

て、心身の健康の保持および生活の安定のために措置することが必要です。 

今後の方針 

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化され、安否確認サービス・緊急時対応サービ

スの付いた住宅であり、事業者と連携して民間活力の導入を図りながら整備を推進していきます。 

養護老人ホームは、周辺自治体の施設との連携を密に行い、円滑に入所できるよう努め、軽費

老人ホーム（ケアハウス）については、広域的に必要数の確保に努めます。 

また、市営住宅は、低所得者に対して低廉な家賃で賃貸している住宅であり、車椅子対応の部

屋も確保しており、これらを活用するとともに、今後、市内における空家等を活用した低廉な家

賃の住まいの確保・支援についても検討していきます。 

高齢者のための住まい 

名称 概要 
市内での 

整備状況 
介護サービス 

サービス付き高齢者 

向け住宅 

バリアフリー化され、安否確認・緊急時対応・生活

相談等のサービスが付加された住宅 
33床 

外部の介護サー

ビスを利用 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

〔30床以上の施設〕 
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が、介

護や身の回りの世話を受けながら生活する施設 

215床 

施設職員が介護

サービスを提供 

地域密着型介護老人福

祉施設（地域密着型特別

養護老人ホーム） 

〔29床以下の施設〕 

29床 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

症状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリを中

心とした医療的ケアと介護を受ける施設 
382床 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

本人の収入に応じて低額の費用で日常生活上

必要なサービスを受けながら自立した生活を

送ることができる住まい 

110床 
外部の介護サー

ビスを利用 

養護老人ホーム 

家庭の事情や経済的な理由で自宅において養

護を受けることが困難な人が、日常生活上必要

なサービスを受けながら自立した生活を送る

ことができる住まい 

－ 
外部の介護サー

ビスを利用 

認知症対応型共同生活

介護（認知症高齢者グル

ープホーム） 

認知症高齢者が少人数で、家庭的な環境の中で

介護や身の回りの世話を受けながら共同生活を送

る住まい 

90床 
施設職員が介護

サービスを提供 
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４．みんなで支え合い助け合うまちづくり 
 

地域福祉を促進するためには、公私協働の関係を密にし、市民参加を大切にしながら、常に地域

福祉の課題把握や課題解決のための活動を活性化し、そのシステムの強化に努めることが必要とな

ります。 

また、生活問題を解決していくためには、市民一人ひとりの人生のステージにおいて、個々のニ

ーズに対応した適切な公私にわたる施策の支援が必要になります。 

本市では、認知症の方や家族介護者を支え、権利擁護や見守り体制などを支援し、また、地域支

え合い推進員による住民相互の支え合い活動を推進するとともに、地域住民やコミュ二ティ、ボラ

ンティア、行政等が協働した福祉のまちづくりを推進することで、みんながお互いを「支え合う」

地域福祉を推進していきます。 

 

（１）住民主体による生活支援体制の整備 
単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加し、

多様な主体が生活支援サービスを提供することが求められています。 

本市では、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）と協議体を設置し、互助を基本と

したボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘などの地域資源の開発や、そのネットワーク

化を行い、住民同士の支え合いの体制づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域住民の参加 

生活支援サービス 高齢者の社会参加 

○ニーズに合った多様なサー

ビス種別 

○住民主体、ＮＰＯ、民間企業

等多様な主体によるサービ

ス提供 

・見守り、安否確認 

・外出支援 

・家事支援 等 

○現役時代の能力を活かした

活動 

○興味関心がある活動 

○新たにチャレンジする活動 

・一般就労、企業 

・趣味活動 

・健康づくり活動、地域活動 

・ボランティア活動 等 

鯖江市を核とした支援体制の充実・強化 

バックアップ 

生活支援の 

担い手としての 

社会参加 
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① 地域人材の発掘・育成 

今後の方針 

地域福祉を推進していくためには、市民一人ひとりが地域福祉について理解を深め、福祉を身

近に感じられる環境をつくることが大切です。 

地域住民の主体的な参画を促すために、学習会、学校教育、活動団体での取り組みなど様々な

人々が参加・学習する機会をつくり、ボランティア活動に参加しやすい環境づくり、地域の見守

り・支え合いの体制づくりなど、担い手の発掘・育成、活動の支援を推進します。 

 

② 地域資源開発とネットワークづくりの推進 

今後の方針 

地域住民や関係機関など多様な人材の重層的なネットワークは、自治会・町内会といった既存

のネットワークの上に成り立ち、ネットワークの構築とともに活動が発展していきます。 

そのため、生活支援サービスを推進することを目的に、ソーシャル・キャピタル（地域におけ

るつながりや信頼関係の蓄積）の醸成を促し、近隣による助け合いのネットワークづくりを推進

します。 

また、地域支え合い推進員により、地域の資源の状況を把握し、生活支援の担い手の養成やサ

ービスの開発を行い、さらに、社会福祉協議会等多様な主体への協力依頼などの働きかけにより、

関係者のネットワーク化を推進しています。 

 

③ 地域住民による生活支援サービスの推進 

今後の方針 

地域住民の安心した生活を支えるには、公的な財源によって支えられる安定したサービスと共

に、生活支援サービスのように地域住民一人ひとりの多様なニーズに対応できる柔軟なサービス

が求められます。 

多様な主体による多様なサービスが求められている中、住民主体によるサービスは、地域との

つながりを維持しながら、支援する側、される側という関係性だけではなく、持っている能力に

応じた柔軟な支援を行い、お互いに自立意欲の向上につながるのではないかと期待されています。 

そのため、地域支え合い推進員により、地域の福祉的課題を把握するとともに、こうした地域

課題に即した住民主体のサービスを創出するために、地域ケア会議等において情報を共有し協働

する場を設け、地域住民との公民協働の形をつくりだすことで、地域住民の参加を促し、地域住

民による生活支援サービスの創出と円滑な運営を行っていきます。 
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（２）認知症高齢者対策の推進 
認知症の人が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、国が策定した認知症施策推進

総合戦略（新オレンジプラン）を踏まえ、「認知症の人が自分らしく生きられる地域づくり」、「軽

度認知障害（ＭＣＩ）・認知症予防および早期発見・早期対応」、「認知症の人とその家族に対する

支援」の認知症対策３本柱を推進します。また、医療・介護、権利擁護等の関係機関を構成メンバ

ーとした認知症対策推進協議会を設置し、効果的な認知症施策の検討や施策の評価をあわせて実施

していきます。 

 

① 認知症ケアパスの普及 

現状と課題 

平成 29（2017）年、認知症ケアパスガイドブックを作成し、地域でどのような医療・介護サー

ビスが、認知症の進行状況にあわせてどのような形でうけられるか、また、社会資源の紹介など

相談対応時に活用し、周知に努めています。また、平成 30（2018）年度の認知症初期集中支援事

業の開始とともに、診断・治療後の、認知症の人が住みなれた地域で安心して暮らしていくため

のサポートが重要となってきます。 

今後の方針 

今後、さらに増加すると予想される認知症高齢者および若年性認知症の方に対する理解促進や

地域での見守りに対する意識向上できるよう住民周知および啓発に努めます。 

また、更なる認知症の人の増加が予想され、介護と医療と地域の支援が切れ目なく認知症の容

態に応じた支援がうけられるために、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制

の構築、認知症ケア向上を図ります。 

  

② 認知症に対する理解の促進、人材育成、認知症対策ネットワークの構築 

現状と課題 

徘徊高齢者の早期発見、また、介護家族の支援を図るため、徘徊ＳＯＳネットワーク協力機関

を今後も増やしていく必要があります。 

認知症ケアは、本人や家族、介護従事者、かかりつけ医等の気づきを早期確定診断につなげる

ことを出発点として、的確かつ包括的な療養方針を策定し、医療と介護の密接な連携の下に適切

なサービスを提供することが必要です。 

認知症の方々が地域で安心して生活していけるように、徘徊模擬訓練を重ね、市民の意識を高

めていく必要があります。 
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今後の方針 

今後は、地域で認知症に関わることが多い団体や学校教育においても認知症サポーター養成講

座を開催し、地域における認知症の理解者を増やし、認知症に対するさらなる啓発活動の充実を

図ります。また、講師役である認知症キャラバン・メイトの充実・育成研修を行っていきます。

認知症サポーターが様々な場面で活躍してもらえるように、更に学習を深め、活動につなげるた

めのステップアップ講座を開催していきます。認知症の医療機関や介護サービスおよび地域の支

援機関をつなぐコーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員の活用、推進員を中

心としたネットワークの強化を図ります。併せて、徘徊する認知症の人を早期に安全に保護する

ための徘徊ＳＯＳネットワークについては、協力機関の増加に向けた働きかけを進めるとともに、

徘徊模擬訓練を行い地域全体での見守り体制を構築していきます。 

さらに、認知症ケアに携わる人を対象とした講演会や研修会を実施し、高い見識と技能をもっ

た人材の育成を進め、総合的かつ継続的な支援体制の構築に努めます。 

 

取り組みの実績・目標 

 

 

③ 軽度認知障害（ＭＣＩ）、認知症の早期発見・早期対応 

現状と課題 

軽度認知障害の予防は、まず自らの認知機能を知ることから始まります。介護保険認定者を除

く 65 歳以上の高齢者を対象に、健康チェックリストを実施し、健康チェックリストの結果、認

知機能の低下が疑われる人を対象に、「もの忘れ検診」として、かかりつけ医での簡易認知機能

検査（ＭＭＳＥ検査）を勧め、認知機能低下がみられる場合は、かかりつけ医より精密検査や専

門医受診を勧めています。今後、もの忘れ検診の受診率を高め、簡易認知機能検査（ＭＭＳＥ検

査）の結果、治療や要経過観察が必要と判断された人は、適切な医療や支援につなげる必要があ

ります。 

また、一般市民を対象とした「もの忘れ相談プログラム」という簡易検査プログラムや「脳の

健康度テスト（ファイブコグテスト）」を実施し、認知機能低下予防の意識付けを今後も継続し

て実施する必要があります。 

軽度認知障害と診断されたり、診断されなくても認知機能に違和感がある場合は、できるだけ

早い段階で認知機能の維持・改善を図るための取り組みが必要です。市では、健康チェックリス

トの結果、認知機能の低下が疑われる人や一般の人を対象に、脳わくわくクラブ（認知機能低下

予防教室）を開催し、パソコンと旅行で知的活動をウォーキングで有酸素運動の習慣化を目指す

認知機能活性化プログラムを年２コース２クール提供しています。 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

認知症サポーター数 人 5,504 6,287 6,987 7,500 8,000 8,500 
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今後の方針 

今後も軽度認知機能低下のうちに早期発見、早期対応ができるよう、もの忘れ検診や「脳の

健康度テスト（ファイブコグテスト）」、脳わくわくクラブを継続的に実施し、市民自らが認知

機能の状態を把握し、必要な受診行動や認知機能の維持、改善の取り組みができるように支援

します。また、健康寿命ふれあいサロンや介護予防いきいき講座、湯ったりクラブなどの一般

介護予防事業においても、福井県が作成した「ふくい認知症予防メニュー」を中心とした認知

機能活性化プログラムを積極的に提供します。 

 

取り組みの実績・目標 

 

④ 認知症初期集中支援および医療・介護との連携 

現状と課題 

認知症の早期発見・早期対応に向け、支援体制構築のため平成 30（2018）年度から認知症初期

集中支援事業を開始します。平成 29（2017）年度は、認知症初期集中支援チームを設置し、市医

師会との事前協議を踏まえ、認知症初期集中支援チーム検討委員会において関係機関・団体との

合意形成をしながら、事業開始に向けた準備を行ってます。今後、事業の円滑な運用と支援チー

ムと各関係機関との連携強化を進めていく必要があります。 

今後の方針 

市民や関係機関・団体に対し、認知症初期集中支援チームの設置および役割や機能について周

知するとともに、支援チーム員とかかりつけ医や認知症サポート医との連携、認知症疾患医療セ

ンター等関係機関との連携強化のための連携シートの活用等効果的な初期集中支援が実施でき

るよう、認知症初期集中支援チーム検討委員会において活動状況を検証評価しながら進めていき

ます。また、初期集中支援に際しては、適切な介護保険サービスへつなぎ、支援体制を整えるこ

とが重要であることから、医療機関だけでなく、介護保険事業所とも連携し支援していきます。 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

もの忘れ検診受診率 

（ＭＭＳＥ検査） 
％ 7.6 8.2 8.0 8.3 8.4 8.5 

脳わくわくクラブ 

参加者数 
人 60 56 50 55 57 60 
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⑤ 認知症の人とその家族に対する支援 

現状と課題 

認知症の人の家族の介護負担は大きく、高齢者虐待に繋がっているケースも見受けられます。

このような事態を防ぐため、認知症の人とその家族に寄り添い、介護負担の軽減や精神的な支援

を行うため、認知症の人とその家族のつどいや認知症カフェの開催、認知症の人と家族の応援者

である認知症サポーターの養成講座を実施しています。また認知症地域支援推進員を配置し、認

知症の人とその家族の相談支援を実施したり、医療機関において認知症の診断や診察を受けてい

ない人を対象に認知症専門医による相談会を開催しています。 

また、若年性認知症の人への対応としては、県が設置している若年性認知症相談窓口へつなぎ、

若年性認知症コーディネーターが関係機関と連携して支援しています。 

今後の方針 

引き続き、認知症の人とその家族への支援の充実を図るため、応援者である認知症サポーター

数や身近な地域での認知症の人とその家族が集える場の増加を図ります。また、認知症サポータ

ーの協力を得ながら、健康寿命ふれあいサロン等の集いの場にも継続して参加できるようにして

いく等、認知症の人が地域において、なじみの関係を維持しながら、尊厳を持って自分らしく生

きられるような環境づくりを行います。 

また、介護者支援として介護教室を開催するとともに、民間業者や認知症サポーター等による

認知症カフェの立ち上げ支援や運営支援を行い、介護負担の軽減を図ります。 

また、医療・介護施設等職員への認知症対応力向上研修、認知症地域支援推進員や地域包括支

援センター職員等の認知症相談対応やケアの質の向上に取り組みます。 

 

 

（３）家族介護者支援の充実 
要介護や要支援の状態にある高齢者が住み慣れた自宅で生活することができるよう、その介護や

支援を行っている介護者を支えるサービスの充実を図ります。 

 

① 家族介護支援事業 

現状と課題 

家族介護支援事業として実施してきた家族介護者の会については、会員の高齢化や新規会員の

伸び悩みなどもあったため、平成 27（2015）年度で解散をしましたが、高齢化に伴い、要介護認

定者は年々増加しており、家族介護者支援のニーズは高まっています。介護に対する知識･技能

を身につけることや介護者同士が気兼ねすることなく、相談や交流できる場を提供するとともに、

身体的、精神的負担を軽減でき、ゆとりある安心した介護を続けられるように支援することが必

要です。 
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今後の方針 

より多くの介護者や今後、介護者になる可能性のある方が参加できるように、介護技術を習得

できる講座や介護相談もできる介護者交流会等の事業を開催します。また、家族介護者が相談し

やすいよう地域包括支援センターの土日の相談体制についても検討していきます。 

 

② 徘徊高齢者家族支援事業 

現状と課題 

認知症による徘徊高齢者を在宅で介護している家族に、徘徊探知端末（ＧＰＳ）を貸与し、徘

徊高齢者の早期発見に協力することにより、介護者の負担を軽減しています。 

在宅で徘徊する高齢者を抱える家族の精神的不安を解消し、徘徊する高齢者の安全確保に向け

ての支援が必要です。 

今後の方針 

広報活動を行うとともに、介護支援専門員を通して、支援の必要な対象者の把握に努めます。

また、介護支援専門員を対象とした研修会で事業の周知に努めます。 

取り組みの実績・目標 

 

 

  

取り組み項目 単位 

実績値 目標値 

平成27年度 平成28年度 
平成29年度 

（見込） 
平成30年度 平成31年度 平成32年度 

利用者数 人 2 3 4 5 6 7 
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（４）地域見守り体制の充実と高齢者の権利擁護 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、地域と協働した見守り活動や支え合

い活動を推進します。また、高齢者の人権を尊重し、高齢者の権利擁護に向けた取り組みの充実を

図ります。 

 

① 高齢者見守りネットワーク（ご近所福祉ネットワーク活動）の強化 

現状と課題 

高齢者・障がい者・児童のあらゆる分野で生活上の不安を抱える要支援者を地域で発見し支援

していけるように「ご近所福祉ネットワーク活動」として町内単位でのネットワークづくりを推

進しています。このネットワークでは、町内単位での連絡体制の構築や課題・対策等について話

し合いを行う体制づくり等と併せて、市および地区社会福祉協議会、地域包括支援サブセンター、

民生委員児童委員協議会、区長会、公民館等の地域の関係者や警察、消防署、医療機関、丹南健

康福祉センター等の専門機関との連携を図っています。 

「ご近所福祉ネットワーク活動」の中で、高齢者が安心して暮らすことができるように見守り

を通して早期発見し、必要な支援につなげる体制をさらに強化していく必要があります。 

また、高齢者への虐待を未然に防止するため、高齢者虐待防止ネットワーク会議を開催し、高

齢者虐待防止等権利擁護に関する取り組みを進めています。 

今後の方針 

「第３次鯖江市地域福祉計画」に基づき、市の関係部署である社会福祉課、長寿福祉課、子育

て支援課、健康課および市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会が協力して横断的な体制のもと、

ご近所福祉ネットワーク活動事業の推進に継続して取り組みます。 

また、今後も市内で幅広く配達や販売、移送等を行い、住民と接する機会の多い事業所と、地

域見守り活動に関する協定の拡充を推進していきます。 

高齢者虐待についても、ご近所福祉ネットワーク活動を通じて早期発見・早期対応につなげる

とともに、支援機関への通報義務や秘匿性の啓発を進めます。 
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② 高齢者の孤独死防止に向けた取り組み 

現状と課題 

ひとり暮らしの高齢者等が自宅等において亡くなり、死後長期間経過してから発見される孤独

死は、本人の尊厳を損ねるとともに、親族や近隣住民に与える精神的・経済的な影響が大きいこ

とが問題となっています。そのため、見守りや交流機会の提供等により孤立させない状況をつく

ることが必要です。 

今後の方針 

高齢者見守りネットワークを通じて地域で支援を必要としている人やそれを支えている人の

状況を把握し、民生委員児童委員や近隣住民等と協力しながら支え合いの輪を広げていきます。 

また、老人クラブへの参加の呼びかけや地域行事への参加の呼びかけ等を通じて高齢者を孤立

させないための取り組みを進めます。 

 

③ 高齢者の権利擁護 

 

○成年後見制度利用支援事業 

現状と課題 

判断の不十分な認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の権利侵害を防止するため、成

年後見制度利用支援事業の周知等に努めてきました。 

今後も継続して家族や本人等に成年後見制度の説明や手続きの支援を行い、成年後見制度の普

及のための広報等に努めることが必要です。市民後見推進事業については、養成するために市民

後見人の活動を支援できる体制を整えることが必要不可欠であるため、関係機関と連携を図り、

基盤づくりを行うことが必要になります。 

今後の方針 

成年後見制度については、普及のための広報等に努めるとともに、市民に相談窓口を周知でき

る機会の拡大を図ります。 

また、関係機関や団体、事業所等と連携をとり、成年後見制度の普及と権利侵害の防止に取り

組みます。 

市民後見推進に向けては、体制整備や法人後見等を検討し、中核機関の基盤づくりを図ってい

きます。 
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○福祉サービス利用援助事業 

現状と課題 

社会福祉協議会では、高齢者が安心して地域社会での生活が続けられるように介護保険等の利

用援助や日常生活の財産管理サービス等を行う福祉サービス利用援助事業を行っています。 

事業のさらなる周知を行うこと必要があります。また、利用希望から契約までに時間がかかる

状況があり、スムーズな利用ができるような相談体制を柔軟にとる必要があります。生活支援員

が不足している状況もあることから、生活支援員を増やしていく必要があります。 

今後の方針 

今後も事業の広報に努めるとともに、民生委員児童委員や社会福祉協議会等と連携して、事業

が円滑に利用できるように支援します。また、一時的に利用希望者が集中したときでもスムーズ

に利用できる相談体制を整えます。さらに、生活支援員を増やし、柔軟に対応できるようにしま

す。 

 

○困難事例等の調整・他機関との連携 

現状と課題 

困難事例等の調整においては、県高齢者権利擁護対応専門職チーム派遣事業の活用や関係機関

との連携を図るとともに、地域の実態把握機能（地域の見守りネットワーク）による発見、介護

予防に関するアセスメント、認定調査等、介護保険制度利用での発見、サービス機関での発見等

で早期の対応に努めています。 

複数の職員で迅速に対応することが重要であり、また、長期的なかかわりになることも多いこ

とから、今後とも関係機関等との連携した取り組みの推進や職員の体制や対応力の向上に努める

ことが必要です。 

今後の方針 

丹南健康福祉センター、消費者センター、警察署等関係機関との連絡を強化し、顔のみえる関

係づくりを行い、困難事例等の早期発見、早期対応に努めます。また、職員体制の検討や、研修

等を通して職員の対応力の向上に努め、適切な支援を図ります。 
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○低所得者対策の充実 

現状と課題 

介護サービス利用支援金支給事業、社会福祉法人利用者負担軽減制度支援事業、高額介護サー

ビス費貸付制度により、低所得者の負担軽減を実施しています。また、特定入所者介護サービス

費等により、施設入所者における低所得者の負担軽減を実施しています。 

低所得者に対する、介護サービス利用支援金支給事業、社会福祉法人利用者負担軽減制度支援

事業、高額介護サービス費貸付制度や特定入所者介護サービス費等による低所得者における施設

入所者への負担軽減などの事業を安定的に実施することが必要です。 

今後の方針 

各事業による負担軽減を引き続き実施することにより、低所得者の支援および介護保険サービ

スの利用促進を図ります。 

また、保険料については、低所得者の第１号保険料の軽減割合の強化として、給付費の５割の

公費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保険料の軽減を強化するとともに、標準の段階

設定の９段階を１２段階に分け、低所得者の保険料負担軽減を実施します。 

 

 

④ 高齢者虐待防止対策 

現状と課題 

本市における養護者による高齢者虐待は、ここ数年は一定の件数で発生し若干の増加傾向にあ

ります。また、養介護施設従事者による高齢者虐待についても全国的に事例が発生しています。 

虐待を受けている高齢者の多くに認知症の症状が見られており、今後、認知症高齢者がますま

す増加することが予想されていることから、高齢者虐待の増加が懸念されます。 

本市では、虐待の早期発見・早期対応を行うため、市、地域包括支援センターを虐待の相談・

通報窓口として対応にあたるとともに、虐待防止の啓発や虐待防止研修を行っています。 

今後の方針 

高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応をめざし、高齢者

虐待に対する取り組みを強化していきます。 

市民が、高齢者虐待について正しい理解や知識を持ち、虐待の発生が疑われる場合には相談・

通報につながるように相談窓口等を周知徹底します。また、養介護施設や介護事業所従事者に対

する高齢者虐待の研修会などを行っていきます。 

さらに、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会において、高齢者虐待の発生防止のため、認

知症の理解普及、介護者の負担軽減を図るための支援や高齢者虐待の実態や虐待防止の取り組み

などについて協議し、共通認識を持ち、高齢者虐待防止体制がより充実するよう連携強化を図り

ます。  
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（５）地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 
地域で安心して生活するためには、地域での助けあいや支えあいの活動が重要であり、活動を進

めるためには、住民同士の信頼関係や協働意識を育むことが大切です。 

また、市民が参加する地域社会をつくるためには、市民の福祉に対する関心や市ボランティアセ

ンターの機能を高め、地域でのボランティア活動をより活発にすることが必要です。 

 

① 地域住民の地域福祉活動への参加促進 

現状と課題 

地域福祉は、行政や福祉関係事業者だけでなく、隣人、企業、学校など多様な人が担い手とな

ります。地域の課題や地域住民の生活上の課題の解決に取り組む地域福祉活動への市民の主体的

な参加を促進していくことが求められています。 

今後の方針 

地域福祉活動に多くの人に参加してもらえるよう、幼児教育、学校教育、生涯学習など様々な

長期的な視点に立った人材の育成を推進します。 

また、地域福祉活動の積極的な情報提供により、地域福祉活動の理解を深めるとともに市民の

地域活動への自主的な参加を促進します。 

さらに、住民と各団体との連携を進め、世代間交流イベントや地域住民が広く参加できる行事

の開催などを通して支え合い活動を推進していきます。 

 

 


